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１．はじめに 

平成２７（２０１５）年９月関東・東北豪雨災害により、鬼怒川では堤防

が決壊するなど、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水

が発生した。また、避難の遅れも加わり、近年の水害では類を見ないほどの

多数の孤立者が発生した。  

 

このことから、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して、「大

規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について」が諮問され、平

成２７（２０１５）年１２月１０日に「大規模氾濫に対する減災のための治

水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構

築に向けて～」が答申された。 

 

烏・神流川流域においては、この答申を踏まえ、「水防災意識社会」の再

構築に向けた取組として、地域住民の安全安心を担う沿川の２市３町（高崎

市、藤岡市、玉村町、神川町、上里町）、群馬県、埼玉県、独立行政法人水

資源機構、気象庁、関東地方整備局で構成される「烏・神流川流域大規模氾

濫に関する減災対策協議会」を平成２８（２０１６）年５月１７日に設立し、

減災のための目標を共有し、令和２（２０２０）年度を目途にハード・ソフ

ト対策を一体的・計画的に推進することとした。 

平成２８（２０１６）年８月以降、相次いで発生した台風による豪雨災害

で、中小河川においても甚大な被害が発生したことから、県管理区間の河川

については別途協議会が設置されることになった。さらに、平成２９（２０

１７）年６月１９日に施行された改正水防法において、大規模氾濫減災協議

会制度が創設されたことから、本協議会の対象河川を烏川、神流川、鏑川、

碓氷川の直轄管理区間を対象（県管理区間は除くこととした）とした水防法

第１５条の９に基づく「烏・神流川流域大規模氾濫に関する減災対策協議会」

（以下「本協議会」という。）へと改組した。 

平成３０（２０１８）年７月豪雨を受け、同年１２月に「防災・減災・国

土強靱化のための３か年緊急対策」が閣議決定され、重要インフラの機能維
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持がうたわれるとともに、同月の「大規模広域豪雨を踏まえた水災害のあり

方について」答申により、水防災意識社会再構築を加速する方針が打ち出さ

れた。翌平成３１（２０１９）年１月２９日には「「水防災意識社会」の再

構築に向けた緊急行動計画の改定」が打ち出され、本協議会の取組方針も新

たな取組を加え改定を行い、目標年である令和２年度（２０２１年３月）に

向けて取組を推進してきた。 

また、令和３（２０２１）年度には令和２（２０２０）年度までの取組を

総括し改定を行い、目標年である令和７年度（２０２６年３月）に向けて取

組を推進してきた。 

この度、令和７（２０２６）年度までの取組を総括し、その中で達成した

取組や未達成となっている取組並びに令和５年度に実施した住民意識アン

ケート調査で明らかになった課題等を踏まえ、減災対策のための重点的な取

組を共有し、令和１２（２０３０）年度を目途に本協議会の取組方針を改定

することとなった。 

 

  



 

3/27 

 

２．本協議会の構成員 

 

本協議会の構成員とそれぞれの構成員が所属する機関（以下、「構成機関」

という。）は以下のとおりである。 

 

構成機関 構成員 

高崎市 市 長 

藤岡市 市 長 

玉村町 町 長 

神川町 町 長 

上里町 町 長 

群馬県 県土整備部 河川課長 

 〃 総務部 危機管理課長 

埼玉県 県土整備部 河川砂防課長 

 〃 危機管理防災部 災害対策課長 

独立行政法人水資源機構 利根川上流総合管理所長 

気象庁 前橋地方気象台 台長 

 〃 熊谷地方気象台 台長 

東日本旅客鉄道株式会社高崎支社 高崎支社 執行役員 高崎支社長 

上信電鉄株式会社 代表取締役社長 

関東地方整備局 高崎河川国道事務所長 
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３．烏・神流川流域の概要と主な課題 

■地形的特徴 

烏・神流川流域は、以下の特徴を持っている。 

① 氾濫域は、沖積平野に農地や戸建の低層宅地が散在する土地利用が

主体となっている。また、上越新幹線・北陸新幹線等の交通インフ

ラの発達により首都圏のベッドタウン化が進んでいる（図 1参照）。 

② 烏川をはじめとして各支川ともに河床勾配が急な河川であるため、

出水時には水位上昇が早い（図 2 参照）。 

③ 烏川の氾濫流は右岸の支川堤防（鏑川、神流川、利根川支川小山川）、

左岸は利根川の堤防で貯留され、浸水時間が長期化するとともに浸

水深が深くなる（図 3参照）。 

 

 

図 1 烏・神流川流域の土地利用状況 
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図 2 烏川等縦断図と近年出水における観測水位の急激な上昇状況 
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※烏川をはじめとして各支川ともに河床勾配が急な

河川であるため、出水時には水位上昇が早い。 

※高松水位観測所（烏川）と若泉

水位観測所（神流川）において、

洪水の立ち上がり部の水位上

昇が早い。 

高松水位観測所 観測水位（H12 年 9 月洪水） 

若泉水位観測所 観測水位（H19 年 9 月洪水） 

6 日 20～23 時  
水位上昇 91cm/h 
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17 日 21～22 時  
水位上昇 331cm/h 
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図 3 烏・神流川流域の地形的特徴と想定される浸水被害の状況 
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対象となる洪水予報河川

河川等範囲

地盤高(T.P.m) 凡例 

 0 ～ 5  115 ～ 120 
 5 ～ 10  120 ～ 125 
 10 ～ 15  125 ～ 130 
 15 ～ 20  130 ～ 135 
 20 ～ 25  135 ～ 140 
 25 ～ 30  140 ～ 145 
 30 ～ 35  145 ～ 150 
 35 ～ 40  150 ～ 155 
 40 ～ 45  155 ～ 160 
 45 ～ 50  160 ～ 165 
 50 ～ 55  165 ～ 170 
 55 ～ 60  170 ～ 175 
 60 ～ 65  175 ～ 180 
 65 ～ 70  180 ～ 185 
 70 ～ 75  185 ～ 190 
 75 ～ 80  190 ～ 195 
 80 ～ 85  195 ～ 200 
 85 ～ 90  200 ～ 210 
 90 ～ 95  210 ～ 220 
 95 ～ 100  220 ～ 230 
 100 ～ 105  230 ～ 240 
 105 ～ 110  240 ～ 250 
 110 ～ 115  250 ～  

 

※烏川では、地形勾配が大きく、ひとたび氾濫が発生すると川沿いに下流

に向かって流下しやすい地形である。 

また、烏川の右岸側に合流する支川の堤防と烏川左岸側下流部の利根

川右岸堤防によって、流下した氾濫流は貯留する。 

烏・神流川流域標高図 出典：関東地方整備局レーザ測量データより作成     

出典：烏川・神流川・鏑川・碓氷川洪水浸水想定区域図 
（想定最大規模） 

  ：烏川・神流川・鏑川・碓氷川洪水浸水想定区域図 
（浸水継続時間） 
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■過去の被災状況と河川改修の状況 

過去の洪水被害としては、昭和１０（１９３５）年９月の台風第１０号に

より烏川の堤防が決壊し、高崎市において死者７名、流出家屋数１０戸、床

上浸水１，０００戸以上、多くの橋が流出する被害が発生、また、昭和２２

（１９４７）年９月のカスリ－ン台風においても、烏川の堤防が決壊し、高

崎市において死者２名、流出家屋２１戸、床上浸水６８６戸の被害が発生し

た。 

近年では、平成１０（１９９８）年９月の台風第５号及び平成１２（２０

００）年９月の集中豪雨により高崎市寺尾、根小屋、下佐野地区で浸水被害

が３２haと４５ha、両洪水でそれぞれ発生し、公共交通機関では上信電鉄が

一時運休するなどの被害も発生した。また、平成１９（２００７）年９月の

台風第９号では鏑川流域で局所的な激しい豪雨となり、鏑川で氾濫危険水位

を超え、鏑川下流部左岸の高崎市において浸水面積８haの被害が発生した。 

 

表 1 過去の主要な災害概要 
発生年月日 洪水流量 河川被害 一般災害 

明治 43 年 8 月 
（台風第 10 号） 

― 堤防の決壊（烏川） 

（高崎市） 
流出家屋 23 戸 

君ヶ代橋、聖石橋 
   他 2 橋流出 
床上浸水 904 戸 

全壊 3 戸 

昭和 10 年 9 月 
（台風第 10 号） 

岩鼻 4,494m3/s 堤防の決壊（烏川） 

（高崎市） 
流出家屋 10 戸 

君ヶ代橋、八千代橋流出 
床上浸水 1000 戸以上 

死者 7 名 

昭和 22 年 9 月 
（台風第 11 号） 
カスリン台風 

岩鼻 
6,743m3/s 

※1 
堤防の決壊（烏川） 

1 箇所約 242m 

（高崎市） 
流出家屋 21 戸 

床上浸水 686 戸以上 
死者 2 名 

昭和 57 年 
（台風第 10 号） 

岩鼻 4,804m3/s 
河川被害等 

 
河川被害等 

2 箇所 
（烏 川） 

1 箇所 
（神流川） 

 

平成 10 年 9 月 
（台風第 5 号） 

岩鼻 
4,950m3/s 

※1 

河川被害等 
 

河川被害等 

7 箇所 
（烏 川） 

1 箇所 
（神流川） 

（高崎市） 
浸水面積 32ha 
床下浸水  1 戸 
（烏 川） 

平成 12 年 9 月 
（集中豪雨） 

岩鼻 1,882m3/s 
河川被害等 

 
河川被害等 

2 箇所 
（烏 川） 

2 箇所 
（碓氷川） 

（高崎市） 
浸水面積 45ha 
床下浸水  1 戸 
（烏 川） 

平成 19 年 9 月 
（台風第 9 号） 

岩鼻 4,321m3/s 

河川被害等 
 

河川被害等 
 

河川被害等 

6 箇所 
（烏 川） 

3 箇所 
（神流川） 

1 箇所 
（鏑 川） 

（高崎市） 
浸水面積 8ha 

（烏川・鏑川合流部） 

令和元年 10 月 
（台風第 19 号） 

岩鼻 
5,690m3/s 

※2 

河川被害等 
 

河川被害等 
 

河川被害等 

12 箇所※2 
（烏 川） 
2 箇所※2 

（神流川） 
1 箇所※2 

（鏑 川） 

（高崎市） 
床上浸水 64 戸 
床下浸水 102 戸 
（烏川・鏑川） 
（玉村町） 

床上浸水 3 戸 
工場浸水 7 戸 

（烏川） 

 

 

  

※流量は実績値  出典）高水速報 

※1 昭和 22 年 9 月、平成 10 年 9 月のデータは、八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討 

「八ッ場ダム建設事業の検証等における過去の洪水実績など計画の前提となっているデータの点検結果について」より 

※2 令和元年 10 月のデータは、「令和元年 10 月台風第 19 号による烏・神流川流域の出水状況（第 2 報）」（高崎河川国道事務所）より 
<https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000769575.pdf> 

写真 1 昭和 10年 9月台風第 10号 
高崎市聖石町付近 

写真 2 平成 10年 9月台風第 5号 

一本松橋上流付近 
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烏・神流川の治水対策としては、昭和２２（１９４７）年のカスリーン台

風による被害を契機に、利根川改修改訂計画が策定され、昭和４３（１９６

８）年には神流川上流に下久保ダムが完成し、神流川から本川合流にかけて

安全性が向上した。現在は、平成２５（２０１３）年５月に策定された「利

根川水系 利根川・江戸川河川整備計画（令和７年３月２７日変更）」に基

づき河道掘削等の河川改修事業を進めている。 

今般、平成２８（２０１６）年８月に公表した、想定し得る最大規模の降

雨による洪水浸水想定区域はこれまでの実績洪水より、更に浸水面積や浸水

深が大きく浸水の継続時間も長くなることが想定されることから、その被害

はより甚大なものになることが予想される。 

 

■烏・神流川流域の社会インフラ等の状況 

烏・神流川流域の想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域には上

越・北陸新幹線、JR 高崎線、関越・上信越自動車道、国道１７号などの基幹交通

網が発達している。首都圏への交通の利便性が向上したことにより、ベッドタウン化

が進み、群馬県の中核市である高崎市の人口を含む約８万人
※

が居住するなど、

人口、資産が集積している。近年は人口の高齢化、多様化が進んでおり、洪水浸

水想定区域内の総人口は微減傾向にある一方で、６５歳以上の浸水区域内割合

は増加
※

している（図 4 参照）。 

更に防災拠点となる消防署や警察署、自衛隊駐屯地等があり、浸水被害が

発生した場合には社会経済活動への影響や防災機能の低下が懸念される。 

このような状況から、烏・神流川流域に暮らす人々の命を守る避難行動へ

の対応や、社会経済活動への影響軽減、基幹交通、緊急輸送道路である国道

１７号における災害復旧に対する早期の道路機能の回復、防災拠点における

機能の維持等の取組が発災時には急務となる。 

※２０１５年国勢調査  
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※国勢調査 

図 4 想定最大規模における烏川・神流川・鏑川・碓氷川洪水浸水想定区域図内人口 
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■烏・神流川流域の主な課題 

烏・神流川流域における主な課題は、以下のとおりである。 

①-1 氾濫域の低平地には、緊急避難が可能な高層建物や高台が少ない。 

①-2 昭和２２（１９４７）年のカスリーン台風以降、堤防決壊を伴うよ

うな大規模な水害が起きていないため、新興住宅地をはじめ水害を経験

していない住民が増えている。 

② 急激な水位上昇に加え、発令基準水位の間隔も狭いため、刻々と河川

水位等の状況が変化する（図 5参照）。 

③-1 想定し得る最大規模降雨による洪水が発生した場合、烏川と鏑川、

神流川及び利根川支川小山川の合流点では、宅地エリアの浸水が３日間

程度継続する（図 6参照）。 

③-2 洪水浸水想定区域には、緊急輸送道路である国道１７号やJR高崎線

などの交通インフラ、防災拠点となる消防署や警察署、自衛隊駐屯地等

があり、浸水被害が発生した場合、社会経済活動への影響や防災機能の

低下が懸念される。 

③-3 烏・神流川の堤防天端の一部は、水防活動や堤防被災時等の復旧活

動時に、大型車両が通行出来ない天端幅が狭い区間が存在する。 

 

 
出典：川の防災情報HP 

図 5 高松地点の横断図と基準水位（烏・神流川流域の主な課題②）  

氾濫注意水位(3.6m)から避難判断水

位(3.7m)、氾濫危険水位(4.1m)までの

発令基準水位の間隔が狭い 
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図 6 烏川・神流川・鏑川・碓氷川において想定される浸水状況と浸水継続時間 
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※洪水浸水想定区域には、緊急輸送道路である国道

１７号や JR 高崎線などの交通インフラ、防災拠点

となる消防署や警察署、自衛隊駐屯地等があり、

浸水被害が発生した場合、社会経済活動への影響

や防災機能の低下する恐れがある。 

自衛隊駐屯地 

※想定し得る最大規模降雨による洪水が発生した場

合、烏川と鏑川、神流川及び利根川支川小山川の

合流点では、宅地エリアの浸水が３日間程度継続

する。 

烏川・神流川・鏑川・碓氷川洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 

烏川・神流川・鏑川・碓氷川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 
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烏・神流川流域（直轄区間）における水防災に対する住民意識について、

浸水想定区域内に居住する住民を対象として実施したアンケート調査※によ

ると、自宅の水害リスクに対し「危険」と認識している人の割合が令和２年

度に対して増加している一方で、「安全」と誤認している人の割合も増加傾

向にある（図 7参照）。また、身近にいる要配慮者の避難方法を考えていな

い人が約４１％（令和５年度）であり、令和２年度に対して増加している（図 

7参照）。避難については、台風接近時の想定質問において「避難準備・高

齢者等避難開始」または「避難勧告」の発令により約９５％の人が避難をす

ると回答した一方で、実際には令和元年台風第１９号で避難した人は約３

４％であった。さらに、本協議会で実施している取組である「出前講座の実

施」「水防災教育の実施」「マイ・タイムラインの作成・普及活動」の認知

率はいずれも１割未満であった。 

※住民意識アンケート調査（第１回目は平成３０（２０１８）年度、第２

回目は令和２（２０２０）年度、３回目は令和５（２０２３）年度に関東地

方整備局高崎河川国道事務所が実施） 

 

住民意識アンケート調査結果より、烏・神流川流域における以下のような

住民の水防災意識の向上が必要である。 

① 正しい水害リスクの普及啓発 

② 要配慮者の避難支援体制に関する周知・普及・啓発 

③ 避難行動に移せる日頃の備え（マイ・タイムラインの普及・啓発活動） 

④ 減災対策協議会の取組内容に関する周知活動の拡充 
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住民意識アンケート結果 抜粋  （令和２（２０２０）年度調査および令和５（２０２３）年度調査） 

水害リスクの認知度について（河川の水があふれた場合、自宅が危険だと思うか） 

 

身近にいる要配慮者の避難方法について 
（赤ちゃん、お年寄、介護を必要とされる方等の避難の方法について考えているか） 
 

＊住民意識アンケートとは、令和2（2020）年度と令和5（2023）年度に高崎河川国道事務所管内にある高崎市、藤岡

市、玉村町、神川町、上里町の町丁目単位で烏川・神流川・鏑川・碓氷川洪水浸水想定区域内にお住まいの方々を対

象に、無作為に実施した地域住民の水防災に関する意識アンケートのことである。また、パーセント表記は、回答（有

効回答）数に対する割合を示す。 

図 7 水害リスクの認知度および要配慮者の避難方法に関する住民意識アンケート結果 
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住民意識アンケート結果 抜粋（つづき）            （令和５（２０２３）年度調査） 

 

 

 
 
 

減災対策協議会の取組への認知度 
 
 

図 8 住民の避難行動および協議会の取組への認知度に関する住民意識アンケート結果  
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以上により、烏・神流川流域では、緊急避難場所の不足、浸水の長期化、

交通インフラ等の社会経済活動への影響や防災機能の低下の懸念といった

多くの課題があることに加え、住民意識アンケート結果からは、洪水リスク

の認知や事前の備えの意識が向上しつつあるものの、十分とは言えないこと

が明らかとなった。今後も、引き続き防災・減災に係る取組のソフト・ハー

ド対策を一体的・計画的に推進していくことが必要である。 

 

４．減災のための目標 

円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動の実施、及び円滑かつ迅速な氾濫水

の排水等の対策を実施するため、各構成員が連携して令和１２（２０３０）

年度までに達成すべき減災目標は、以下のとおりとした。 

 

【５年間で達成すべき目標】 

烏・神流川流域で発生し得る大規模水害に対し、「逃げ遅れゼロ」や「社

会経済被害の最小化」を目標として定め、令和１２（２０３０）年度までに

各構成員が連携して取り組み「水防災意識社会」の再構築を行う。 

 

 

 

 

【目標達成に向けた３本柱】 

また、上記目標達成に向け、以下の取組を実施。 

 

（１）円滑かつ迅速な避難行動のための取組 

（２）洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等 

の取組 

（３）一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とする排水活動及

び施設運用強化の取組  

※大規模水害・・・想定し得る最大規模降雨に伴う洪水氾濫による被害。 

※逃げ遅れ・・・立ち退き避難が必要なエリアからの避難が遅れ孤立した状態。 

※社会経済被害の最小化・・・大規模水害による社会経済被害を軽減し、早期に再開できる状態。 
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５．現状の取組状況及び課題 

烏・神流川流域におけるソフト・ハードの減災対策について、各構成員の

現状での取組を確認し、課題を抽出した結果について、以下のとおり、とり

まとめを行った。（概要版は付属の別紙１参照） 

①情報伝達、避難計画等に関する事項 

※現状：○、課題：●(以下同様) 

※各項目課題●の番号は、後述の「６.概ね５年で実施する取組」の内容と対応 

項目 ○現状（令和 7年度末時点）と●課題 

（A）想定される浸水リ

スクの周知 

1○烏・神流川における想定最大規模降雨による洪

水浸水想定区域図及び堤防が決壊した際の氾

濫シミュレーション結果を高崎河川国道事務

所の WEB 等で公表している。 

2○県管理河川の内、洪水予報河川及び水位周知河

川について計画規模の外力による浸水想定区

域図を WEB 等で公表している。 

3○市町は、洪水ハザードマップを WEB 等で公表し

ている。 

4○洪水浸水想定区域図の認知率や自宅が危険だ

と考える人（水害リスクを意識している人）の

割合は約 77％であるが、安全と過信する人も

約 13％存在している。 

5●洪水浸水想定区域図や市町の洪水ハザ

ードマップ等における浸水リスクが地

域住民に十分理解されていないことが

想定され、避難行動に繋がっていない

懸念がある。 

A-1 

（B）洪水時における河

川水位等の情報提供等

の内容 

 

 

1○避難情報の発令判断の目安となる氾濫危険情

報の発表等の洪水予報を、関東地方整備局（高

崎河川国道事務所）と気象台（前橋・熊谷）の

共同で実施している。 

2○災害発生の恐れがある場合は、関東地方整備局

（高崎河川国道事務所長）から関係市町長に情

報伝達（ホットライン）を実施することとして

いる。 

3○急激な水位上昇時に適切なタイミングで適確

な情報を伝達するための体制を整えている。 
＊数値根拠については図 7 参照 
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項目 ○現状（令和 7年度末時点）と●課題 

4●洪水予報等の防災情報の意味やその情

報による対応が地域住民に十分理解さ

れていないことが懸念される。 
B-1 

（C）避難情報の発令基

準 

1○地域防災計画に具体的な避難情報の発令基準

を明記している。 

2○関東地方整備局（高崎河川国道事務所）と気象

台（前橋・熊谷）が共同で行う洪水予報の発表

や水位観測所の水位情報を参考に、避難情報の

発令を行っている。 

3●氾濫位置により、避難地域が広範囲に

なることを想定しておく必要がある。 
C-1 

4●ホットラインのタイミングや情報伝達

の内容及び手段に関して、常に関係機

関と密に共有し、あらゆる手段を予め

講じていく必要がある。 

C-2 

(D)避難場所､避難経路 1○避難場所として公共施設等を指定し、洪水ハザ

ードマップ、WEB 等で周知している。 

2○市が作成するハザードマップの作成支援を実

施している。 

3◯広域避難を想定している。 

4●水害の危険性を認識していない地域住

民が約 13％*、避難する際の準備を日頃

から実施していない地域住民が約 66％
*存在しており、浸水想定区域内にお住

まいの住民等が避難の必要性を十分理

解していない懸念がある。 

D-1 

5●広範囲な浸水による避難者数の増加や

避難場所・避難所の浸水等により、市

内で避難場所・避難所が不足する恐れ

がある。 

D-2 

6●災害時にお互いの避難所情報の共有が

できていない。 
D-3 

7●危険箇所を考慮した避難経路の検討が

できていない地域がある。 
D-4 

8●広域避難として近隣自治体への避難を

想定しているが、十分な取組ができて

いない。 

D-5 

＊数値根拠については図 7 参照 
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項目 ○現状（令和 7年度末時点）と●課題 

(E)住民等への情報伝

達の体制や方法 

 

1○河川管理者、ダム管理者等から WEB 等を通じた

河川水位、ダム放流、ライブ映像情報などを住

民等に情報提供している。 

2○防災行政無線によるサイレン吹鳴及び避難勧

告等の放送、災害情報や緊急速報のメール配

信、ＳＮＳ、広報車による周知、報道機関への

情報提供等を実施している。 

3○洪水になる恐れがある場合、水防団への連絡を

行い、要配慮者利用施設や市民ホール等に避難

に関する情報を伝達している。 

4●令和元年東日本台風においても防災行

政無線が聞こえにくかったという意見

が寄せられており、大雨・暴風により

防災行政無線等の音声が聞こえない場

合を想定した対応を考える必要があ

る。 

E-1 

5●災害情報について洪水ハザードマップ

等にて周知を行っているが、洪水浸水

想定区域図等の中身を詳しく理解して

いる人は約３割*にとどまっており、住

民へ十分浸透しておらず、水位情報の

みを伝えても効果がない。 

E-2 

(F)避難誘導体制 1○避難誘導は、地域防災計画に基づき市職員、消

防本部、警察、水防団、自治会及び自主防災組

織等が実施する。 

2○要配慮者の避難誘導体制を定めている。 

3○住民の避難訓練、講演会、研修会、防災教育に

よる啓発活動を実施している。 

4●外国人の避難誘導体制が確保されてい

ない地域がある。 
F-1 

5●洪水浸水想定区域内にある要配慮者利

用施設のうち、避難確保計画の策定や

避難訓練が未実施の施設がある。 

F-2 

＊数値根拠については図 7 参照 
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項目 ○現状（令和 7年度末時点）と●課題 

6●洪水浸水想定区域内に居住する要配慮

者のうち、避難行動要支援者に該当す

る方の風水害に対する具体的な避難方

法等についての個別計画の策定を進め

る必要がある。 

F-3 

 

②水防に関する事項 

項目 ○現状（令和２年度末時点）と●課題 

(G)河川水位等に係る

情報の提供 

 

1○災害対策本部から河川水位情報について水防

団への連絡体制を定めている。 

2●河川水位等の最新情報の把握に努め、防

災対応に遅れが生じないよう関係機関

と連携を強化する必要がある。 

G-1 

(H)河川の巡視区間 

 

1○出水期前に、自治体、水防団等と洪水に対し

てリスクが高い区間（重要水防箇所等）の共

同点検を実施している。また、出水時には、

水防団と河川管理者がそれぞれ河川巡視を実

施している。 

2○河川巡視等で得られた情報について、水防団

等と河川管理者で共有する連絡体制がある。 

3●洪水中の巡視（特に夜間）は、安全確保

に懸念がある。 
H-1 

(I)水防活動の実施体

制 

1○水防協力団体、自主防災組織の立ち上げ補助

や育成を行っている。 

2○自主防災組織への資機材の補助を行ってい

る。 

3○浸水想定区域内に、市町庁舎や災害拠点病院

がある。 

4●水防団員数の減少と高年齢化、サラリー

マン団員の増加率等により実働出動者

が減少し、また、水防工法、水防技術の

知識低下が懸念される。 

I-1 

5●市町庁舎や災害拠点病院等において、自

衛水防の体制に懸念がある。 
I-2 
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項目 ○現状（令和２年度末時点）と●課題 

(J)水防資機材の整備

状況 

1○水防倉庫等を設置し、各機関は水防資機材を

備蓄している。 

2●水防資機材の点検、十分な補充ができて

いない地域がある。 
J-1 

3●大規模水害の際に水防資機材が不足す

る。特に取り扱いの容易な救助用のボー

トが不足する地域がある。 

J-2 

 

 

③氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 

項目 ○現状（令和２年度末時点）と●課題 

(K)排水施設、排水資機

材の操作・運用 

1○排水ポンプ車や照明車等の災害対策車両・機

器において平常時から定期的な保守点検を

行うとともに、機械を扱う職員等への訓練・

教育も実施し、災害発生による出動体制を確

保している。 

2○排水樋管の確実な運用体制を確保するため、

排水樋管の操作要領や操作マニュアル等を

作成している。 

3○直轄樋管の操作を不要とするため無動力化

ゲートを導入している。 

4○排水樋管の操作を自治体に委託している。 

5●烏・神流川の堤防天端は、水防活動や

堤防被災時等の復旧活動時に、大型車

両が通行できない幅の狭い区間があ

る。 

K-1 

6●既存の排水施設、排水系統を考慮しつ

つ、想定される大規模浸水に対し、早

期の社会機能回復の対応のため関係機

関との連携強化が必要である。 

K-2 

7●排水樋管の確実な運用体制を確保する

必要がある。 
K-3 

(L)ダム等の危機管理

型の運用 

1○規定の操作ルールにより、下久保ダムの防災

操作を実施している。 
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項目 ○現状（令和２年度末時点）と●課題 

 2○洪水の発生が予想される場合には、操作規則

に基づき洪水警戒体制を執るとともに、関係

機関へ体制発令の通知を行っている。 

3○ダムからの放流及び防災操作開始時等にお

いては、関係機関へ通知を行う。また、下流

警報局舎のサイレン吹鳴及びスピーカ放送

を行うとともに、警報車による巡視を行って

いる。 

4○下流洪水被害軽減のため、所定の条件を満た

した場合には、事前放流により洪水調節容量

を増加させる取組を行っている。 

5●今後も大規模降雨に対して、特別防災

操作を含めたダム操作に関する情報の

伝達などを関係機関と密に共有を進め

る必要がある。 

L-1 

 

 

④河川管理施設の整備に関する事項 

項目 ○現状（令和２年度末時点）と●課題 

(M)堤防等河川管理施

設の現状の整備状況

及び今後の整備内容 

1◯堤防が整備されていない区間について、堤防整

備を進めている。 

2●堤防が整備されていない区間や流下能

力が不足している区間があり、水害発生

リスクが高い地域がある。 
M-1 

  



 

22/27 

６．概ね５年で実施する取組 

氾濫が発生することを前提として、社会全体で、常にこれに備える「水防

災意識社会」を再構築することを目的に、各構成員が取り組む主な項目は次

頁のとおりである。なお、取組進捗や実施内容等は付属の別紙２及び別紙３

のとおりである。 

また、次の取組については、本協議会の重点取組項目に位置づけ、各構成

員が連携し取組を実施する。 

 

【本協議会の重点取組項目】 

・要配慮者施設避難確保計画の作成・避難訓練の実施 

・共助の仕組みの強化 

・想定し得る最大規模降雨による洪水浸水想定区域に基づく洪水ハザード

マップの普及・啓発 

・防災意識向上のための取組促進 
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以降、各構成機関が実施するハード対策及びソフト対策等のうち、主な取

組項目、目標時期、取組機関については以下のとおりである。 
 

１） ハード対策の主な取組 

 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■洪水を安全に流すための対策 
 

1 

気候変動を考慮した河川整備計画に

基づく対策（堤防整備及び流下能力対

策） 

M-1 継続して実施 関東地方整備局 

2 
事前防災等に必要な樹木伐採等の実

施 
M-1 継続して実施 関東地方整備局 

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 
 

3 

堤防等の復旧を効率的に行うための

水防拠点や堤防天端上の車両交換場

所の整備促進 

K-1 継続して実施 関東地方整備局 

4 水防資機材の配備 
J-1 

J-2 
継続して実施 

市町、県、 

関東地方整備局 

5 
市町村庁舎や災害拠点病院等の機能

確保のための対策の充実 
I-2 

平成 30 年度から

順次実施 
鉄道事業者 

6 
樋管の操作不要な無動力ゲートの導

入による確実な運用体制の確保 
K-3 継続して実施 関東地方整備局 
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２） ソフト対策の主な取組 

 

①円滑かつ迅速な避難行動のための取組 

住民自らによる情報の収集、住民の避難行動に資するための情報発信

等の住民の適切な避難行動に資するための取組として、以下のとおり実

施する。 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■情報伝達、避難計画等に関する取組 
 

7 リアルタイム情報の充実・提供 

B-1 
E-1 
E-2 
G-1 

継続して実施 

市町、県、 

水資源機構、 

気象庁、 

鉄道事業者 

関東地方整備局 

8 
流域タイムライン（防災行動計画）の
関連機関との連携状況や訓練の実施
等を踏まえた精度向上 

B-1 
C-2 
L-1 

平成 29 年度から 
順次実施 

市町、県、 

水資源機構、 

気象庁、 

鉄道事業者 

関東地方整備局 

9 広域避難計画の策定 

C-1 
D-1 
D-2 
D-3 
D-5 

継続して実施 市町 

10 緊急避難場所の拡充 
D-1 
D-2 

継続して実施 市町 

11 
【重点】 

要配慮者利用施設における避難確保計
画の作成、避難訓練の実施 

F-2 継続して実施 市町、県 

12 
【重点】 

共助の仕組みの強化 

D-1 
F-1 
F-2 
F-3 

平成 30 年度から 

順次実施 
市町、県 

13 洪水時におけるホットライン C-2 継続して実施 

市町、県、 

水資源機構、 

気象庁、 

鉄道事業者 

関東地方整備局 

14 
市町のまちづくり担当部局等に対し、水
害リスク情報を提供 

A-1 
令和 3年度から 

順次実施 

市町、 

関東地方整備局 

15 避難場所（避難所）改善検討 
D-2 
D-3 

継続して実施 市町 
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主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組 
 

16 

【重点】 

想定し得る最大規模降雨による洪水

浸水想定区域に基づく、洪水ハザード

マップの普及・啓発 

A-1 

C-1 

D-1 

E-2 

F-1 

継続して実施 

市町、県、 

水資源機構、 

気象庁、 

鉄道事業者 

関東地方整備局 

17 
気象庁で提供する防災気象情報活用に

向けた普及・啓発 

B-1 

C-2 
継続して実施 気象庁 

18 
【重点】 

防災意識向上のための取組促進 

A-1 

B-1 

D-1 

E-2 

F-3 

継続して実施 

市町、県、 

水資源機構、 

気象庁、 

関東地方整備局 

19 
災害リスクの現地表示の促進 

（まるごとまちごとハザードマップの実施） 

A-1 

D-1 

E-2 

継続して実施 市町、県 

 

②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の

取組 

水防活動に対する情報共有や支援に資するための取組として、以下の

とおり実施する。 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 
 

20 

自治体、地域住民、水防団等と洪水に

対してリスクが高い区間（重要水防箇所

等）の共同点検を実施 

C-2 

D-1 

E-2 

H-1 

J-1 

J-2 

K-1 

継続して実施 

市町、県、 

水資源機構、 

気象庁、 

鉄道事業者 

関東地方整備局 

21 水防に関する訓練・広報の充実 

H-1 

I-1 

J-1 

J-2 

継続して実施 

市町、県、 

気象庁、 

関東地方整備局 

  



 

26/27 

③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とする排水活動及

び施設運用強化の取組 

一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための効果

的な排水活動に資する取組として、以下のとおり実施する。 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■排水活動及び施設運用の強化に関する取組 
 

22 
関係機関と連携した水防技術の継承

等のための水防訓練の実施 

K-2 

K-3 

平成 29 年度から 

定期的に実施 

市町、県、 

関東地方整備局 

23 
排水樋管の管理者（操作委託者）に

よる樋管操作訓練の実施 

K-2 

K-3 

令和 3年度から 

定期的に実施 

市町、 

関東地方整備局 
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７．フォローアップ 

各構成機関の取組内容については、必要に応じて、防災業務計画や地域

防災計画、河川整備計画等に反映することなどによって責任を明確にし、

組織的、計画的、継続的に取り組むことが重要である。 

 

原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、重点取組項目について進捗状

況を確認し、必要に応じて取組方針を見直すこととする。重点以外の取組

については、各構成機関より本協議会にて自発的な報告・共有を図ること

とする。 

また、取組の達成状況や水防災への意識の変化及び認識・知識等の度合

いを測る意識アンケート調査については、浸水想定区域内に居住、もしく

は行動範囲のほとんどを浸水想定区域が占める住民を主な対象として目

標の中間年度と最終年度に実施する。得られたデータに基づき分析を行い、

取組状況・課題を把握するとともに、全国における他の取組の実態や技術

開発の動向等も踏まえ、必要に応じて取組の重要度、優先度を付けながら

取組方針を見直すこととする。 

なお、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、改善を図るなど、

継続的なフォローアップを行うこととする。 

 

 





別紙1

○取組状況の課題一覧
①情報伝達、避難計画等に関する事項

高崎市 藤岡市 玉村町 神川町 上里町 群馬県 埼玉県
水資源機構

(利根川上流総合管理所)
前橋地方気象台 熊谷地方気象台 JR東日本高崎支社 上信電鉄株式会社 高崎河川国道事務所

（A）
想定される
浸水リスク

の周知

・Ｒ５.３に高崎市ハザード
マップを改訂し、中小河川
の浸水想定区域を反映す
る。今まで浸水想定区域で
なかった地域に関して浸水
リスクの周知を徹底する必
要がある。

・令和５年度に作成した
HMを活用し、出前講座等
の場で浸水リスク等につい
て周知する必要がある。

・浸水リスクが地域住民に
十分に認知されておらず、
避難行動に繋げられるか懸
念される。

・洪水ハザードマップにお
ける浸水リスクが地域住民
に十分理解されていないこ
とが想定されることから、
出前講座や災害リスクの現
地表示により、周知の徹底
を図る必要がある。

・洪水浸水想定区域図等に
おける浸水リスクが、地域
住民に十分に理解されてい
ないことが想定されること
から、防災ガイド・ハザー
ドマップ等を活用し、周知
の徹底を図る必要がある。
・地元区長からの要望等に
より、R4～6年度に90カ所
の電柱に想定浸水深を表示
し、多くの地域住民に浸水
リスクが理解されてきた
が、一部住民より否定的な
意見も寄せられている。

・洪水浸水想定区域図等に
おける浸水リスクが地域住
民に十分に認知されておら
ず、浸水継続時間や家屋倒
壊等氾濫想定区域などの情
報を正確に理解し、避難行
動に繋げられるか懸念され
る。（河川課）

・洪水浸水想定区域図や市
町の洪水ハザードマップ等
における浸水リスクが地域
住民に十分理解されていな
いことが想定され、避難行
動に繋がっていない懸念が
ある。

・ダム下流の県管理区間の浸
水想定区域図が河川管理であ
る群馬県及び埼玉県により公
表されているが、地域住民の
認知が必ずしも十分ではない
ため、各県が行う周知活動の
支援を行う必要がある。

・継続した周知活動を実施
する必要がある。

・継続した周知活動を実施
する必要がある。

・防災知識向上のための、
出前講座等の実施により住
民等への普及活動を行う必
要がある。

【A-1】洪水浸水想定区域図や市町の洪水ハザードマップ等における浸水リス
クが地域住民に十分理解されていないことが想定され、避難行動に繋がってい
ない懸念がある。

【C-1】氾濫位置により、氾濫地域が広範囲になることを想定しておく必要が
ある。

【C-2】ホットラインのタイミングや情報伝達の内容及び手段に関して、常に
関係機関と密に共有し、あらゆる手段を予め講じていく必要がある。

・ホットラインのタイミング
や情報伝達の内容及び手段に
関して、常に関係機関と密に
共有し、あらゆる手段を予め
講じていく必要がある。

・関係機関との連携、定期
的な情報交換が必要。

・関係機関との連携、定期
的な情報交換が必要。

・関係機関との連携及び定
期的な情報交換を実施する
必要がある。

・関係機関との連携、定期
的な情報交換が必要。

・ホットラインのタイミン
グや情報伝達の内容及び手
段に関して、常に関係機関
と密に共有し、あらゆる手
段を予め講じていく必要が
ある。

・洪水予報等の防災情報の
意味やその情報による対応
が住民には十分認知されて
いないことが懸念される。

【B-1】洪水予報等の防災情報の意味やその情報による対応が地域住民に十分
理解されていないことが懸念される。

（C）
避難情報の
発令基準

・避難勧告の発令等に着目
したタイムライン（防災行
動計画）を策定したが、そ
の位置付けや内容を地域防
災計画に反映させていな
い。
・高齢者等避難は要配慮者
へ行動を促す情報という面
もあるが、要配慮者の中に
はベッドから動かすだけで
も困難であり体調を崩して
その後の生活に支障がある
方がいる中で移動が困難な
方々に対して避難指示等よ
りも頻出する高齢者等避難
で避難行動を促しても、現
実的には避難行動に繋がり
にくい。
・井野川等の中小河川にお
いては短時間で水位が上昇
することもあるため避難情
報の発令基準が非常に難し
い。

・ホットラインのタイミン
グや情報伝達の内容及び手
段に関して、常に関係機関
と密に共有し、あらゆる手
段を予め講じていく必要が
ある。

・急激な水位上昇時に適切
なタイミングで適確な情報
を伝達できるか懸念され
る。

・氾濫位置により、氾濫地
域が広範囲になることを想
定しておく必要がある。ま
た、ホットライン等を活用
し、逃げ遅れの無いよう適
切なタイミングで発令をし
なければならない。

・氾濫箇所により、氾濫区
域が広域になることが懸念
される。
・広域避難計画の策定は、
近隣市町の認識や調整が必
要となる。
・ホットラインのタイミン
グや情報伝達の内容及び手
段に関して、常に関係機関
と密に共有していく必要が
ある。

・氾濫位置により、氾濫地
域が広範囲になることを想
定しておく必要がある。
（河川課）

・避難情報発令の遅れを懸
念している。

・洪水予報等の防災情報の
意味やその情報による対応
が地域住民に十分理解され
ていないことが懸念され
る。

・近年頻発している集中豪雨
や異常洪水に対応するため
に、避難を促す緊急行動に向
けて、流域市町長が避難の時
期・区域を適切に判断するた
めの支援や流域住民が自らリ
スクを察知し主体的に避難す
るための支援を進める必要が
ある。

・防災気象情報を住民自ら
が避難に活用できるよう継
続した周知活動を実施する
必要がある。

・防災気象情報を住民自ら
が避難に活用できるよう継
続した周知活動を実施する
必要がある。
・住民自らの避難行動に資
する新たな防災気象情報の
体系の運用を令和8年出水
期から開始する予定であ
り、現行の防災気象情報の
情報名称や内容に変更が生
じることから、市町村及び
住民に向けての周知活動を
実施する必要がある。

項目
機関毎の課題

【参考】Ｒ２年度末時点における
烏・神流川流域としての課題

（B）
洪水時にお
ける河川水
位等の情報
提供等の内

容

・情報発信元である前橋地
方気象台や高崎河川国道事
務所との連絡を密にし、常
に最新の情報を得ることに
努め、あらゆる事態にも対
応できるよう複数の手段を
予め講ずる必要がある。

・洪水予報等の防災情報の
意味やその情報による対応
が住民には十分認知されて
いないことが懸念される。

・洪水予報等の防災情報の
意味やその情報による対応
が住民には十分認知されて
いないことが懸念される。

・洪水予報等の防災情報の
意味やその情報による取る
べき対応について、住民に
十分理解されていないこと
が懸念される。出前講座に
より防災知識の向上を図る
必要がある。

・洪水予報等の防災情報の
意味やその情報により取る
べき対応について、より一
層の情報の提供を周知、広
報する必要がある。

・洪水予報等の防災情報の
意味やその情報による対応
が住民には十分認知されて
いないことが懸念される。
（河川課）



別紙1

①情報伝達、避難計画等に関する事項（つづき）

高崎市 藤岡市 玉村町 神川町 上里町 群馬県 埼玉県
水資源機構

(利根川上流総合管理所)
前橋地方気象台 熊谷地方気象台 JR東日本高崎支社 上信電鉄株式会社 高崎河川国道事務所

【D-1】水害の危険性を認識していない地域住民が約13％*、避難する際の準備
を日頃から実施していない地域住民が約66％*存在しており、浸水想定区域内に
お住まいの住民等が避難の必要性を十分理解していない懸念がある。

【D-2】広範囲な浸水による避難者数の増加や避難場所・避難所の浸水等によ
り、市内で避難場所・避難所が不足する恐れがある。

【D-3】災害時にお互いの避難所情報の共有ができていない。

【D-4】危険箇所を考慮した避難経路の検討ができていない地域がある。

【D-5】広域避難として近隣自治体への避難を想定しているが、十分な取組が
できていない。

【E-1】令和元年東日本台風においても防災行政無線が聞こえにくかったという
意見が寄せられており、大雨・暴風により防災行政無線等の音声が聞こえない
場合を想定した対応を考える必要がある。

【E-2】災害情報について洪水ハザードマップ等にて周知を行っているが、洪水
浸水想定区域図等の中身を詳しく理解している人は約３割*にとどまっており、
住民へ十分浸透しておらず、水位情報のみを伝えても効果がない。

【F-1】外国人の避難誘導体制が確保されていない地域がある。

【F-2】洪水浸水想定区域内にある要配慮者利用施設のうち、避難確保計画の策
定や避難訓練が未実施の施設がある。

【F-3】洪水浸水想定区域内に居住する要配慮者のうち、避難行動要支援者に該
当する方の風水害に対する具体的な避難方法等についての個別計画の策定を進
める必要がある。

＊：R5年度において、高崎河川国道事務所管内にある高崎市、藤岡市、玉村町、神川町、上里町の町丁目単位で烏川・神流川・鏑川・碓氷川洪水浸水想定区域内にお住まいの方々を対象に、無作為に実施した地域住民意識アンケートの回答（有効回答）数に対する割合 

（F）
避難誘導

体制

・要配慮者利用施設の避難
確保計画についてはある程
度目途が立ったため、今後
は訓練の実施を要請し、１
００％の達成率を目指す必
要がある。
・現状、訓練の実施率向上
に努めているが、施設に
よっては寝たきりの利用者
がいることや通院のみの利
用者がいることもあるた
め、訓練実施のタイミング
や対象の範囲等を施設側に
示すことが難しい。

・洪水浸水想定区域内にあ
る要配慮者利用施設の中
で、避難確保計画が未策
定、避難訓練が未実施の施
設がある。

・外国人の避難誘導体制が
確保されていない。
・要配慮者の個別避難計画
を策定していない。

・洪水浸水想定区域内にあ
る要配慮者利用施設におけ
る避難訓練が未実施の施設
がある。

・洪水浸水想定区域内にあ
る要配慮者利用施設のにお
ける避難訓練実施の継続を
図る必要がある。

・防災ガイドハザードマッ
プ（外国語表記版）の配布
及び周知・啓発。
・浸水想定区域内の要配慮
者利用施設における避難確
保計画の策定や避難訓練が
未実施の施設がある。
・避難行動要支援者に対す
る個別避難計画作成の推
進。

・洪水浸水想定区域内にあ
る要配慮者利用施設のにお
ける避難確保計画の策定や
避難訓練が未実施の施設が
ある。

・洪水浸水想定区域内にあ
る要配慮者利用施設におけ
る避難確保計画の策定や避
難訓練が未実施の施設があ
る。
・全ての避難行動要支援者
の個別避難計画が策定され
ていない。

・住民自らの避難行動支援
のため効果的な情報伝達の
検討や、HP等で公開してい
る防災気象情報について継
続した周知活動を、県や自
治体と協力して実施する必
要がある。

・住民自らの避難行動支援
のため効果的な情報伝達の
検討や、HP等で公開してい
る防災気象情報について継
続した周知活動を実施する
必要がある。
・住民自らの避難行動に資
する新たな防災気象情報の
体系の運用を令和8年出水
期から開始する予定であ
り、現行の防災気象情報の
情報名称や内容に変更が生
じることから、市町村及び
住民に向けての周知活動を
実施する必要がある。

・関係機関とのネットワー
クを活用し、必要により情
報の共有を図ると共に、各
報道機関への列車運行情報
の提供を行う必要がある。

・住民及び沿線自治体への
情報提供を速やかに行う必
要がある。

・過去の洪水時に個別の電
話対応で人員を割いてし
まったので、電話の自動応
答やSNSを活用した情報発
信等の活用を図る必要があ
る。

（E）
住民等への
情報伝達の
体制や方法

・高崎市が運用する「安心
ほっとメール」や「災害時
電話・FAXサービス」の登
録を促し、防災行政無線だ
けでなく住民に情報伝達を
行う。

・住民自らの避難行動支援
のため効果的な情報伝達の
検討や、HP等で公開してい
る防災気象情報について継
続した周知活動を実施する
必要がある。

・台風等の風水害時の屋外
での広報は、正確性に欠け
るため、情報弱者に対して
固定電話への伝達を検討す
る必要がある。
・災害情報について洪水ハ
ザードマップ等にて周知を
行っているが、住民へ十分
浸透しておらず、水位情報
のみを伝えても効果がな
い。

・防災行政無線、防災メー
ル、SNS、HP、広報車等に
より情報伝達方法の多重化
を実施する。防災行政無線
を屋内で聞く事ができる戸
別受信機や防災メールにつ
いては利用者促進を図る必
要がある。また、出前講座
により防災知識の向上を図
る必要がある。

・防災行政無線のデジタル
化を行ったが、広報塔（ス
ピーカー）からの情報伝達
は、大雨や暴風時には聞こ
えない事態が発生すると考
えられるので、防災メール
の登録や放送内容を電話で
聞き直しができる自動応答
装置の利用を促進する必要
がある。
・情報伝達方法の多重化の
ため、架電サービスの活用
と周知・啓発を推進する必
要がある。
・住民へハザードマップの
正しい理解や水位情報など
の利活用を進めていただく
ため、引き続き水防災に関
する講座等を開催し、防災
知識の普及啓発を推進する
必要がある。
・新たな手段を導入して
も、防災行政無線（広報
塔）からの音声が求められ
る。
・情報伝達手段の多重化・
多様化を進めるため、架電
サービスをＲ６.３から開始
したが、登録数が約９０件
である。
・協定を締結していた、ほ
んじょうFMが令和7年10月
31日で閉局となったため、
緊急放送による情報伝達が
できなくなった。

・各機関が総合防災情報シ
ステムを用いて情報共有で
きるようにするため、その
活用と習熟度を高める必要
がある。（危機管理課）

・災害情報について洪水ハ
ザードマップ等にて周知を
行っているが、住民へ十分
浸透しておらず、水位情報
のみを伝えても効果がな
い。

・近年頻発している集中豪雨
や異常洪水に対応するため
に、避難を促す緊急行動に向
けて、流域市町長が避難の時
期・区域を適切に判断するた
めの支援や流域住民が自らリ
スクを察知し主体的に避難す
るための支援を進める必要が
ある。

項目
機関毎の課題

【参考】Ｒ２年度末時点における
烏・神流川流域としての課題

（D）
避難場所
避難経路

・近隣の自治体と連携し、
災害時にお互いの避難所の
情報を共有できる体制を構
築する。
・届出避難所制度を活用し
てもらい、各町内で分散し
て避難できるようにする。
・自助・共助の重要性につ
いて自主防災会の活動を通
じて住民へさらに周知する
必要がある。

・避難の方法や必要性につ
いて、出前講座等の場を利
用し周知することで知識の
習熟を図る必要がある。

・感染症流行時での、避難
所運営に不安がある。
・広範囲に浸水した場合、
避難所が不足する恐れがあ
る。
・危険箇所の回避等、避難
経路の検討が必要。
・広域避難について、他の
自治体との協議をどのよう
に進めるかが課題である。

・避難の必要性、避難経路
や避難場所について広報や
出前講座にて周知をしてい
く必要がある。

・状況に応じて対応いただ
けるよう、避難の必要性に
ついて住民に理解を深めて
いただきたい。このため、
水防災の説明会などを実施
して周知していく必要があ
るが、十分な実施ができて
いない。
・自助・共助の取り組みを
促進し、自主防災組織の設
置について進めてもらう必
要がある。
・町の面積の半分以上が浸
水想定区域となっているた
め、広範囲な浸水により多
くの避難者が生じ、避難所
が不足する恐れがある。
・近隣市町などへの広域避
難を想定しておく必要があ
るが、十分な取組が行えて
おらず、広域難計画の策定
も着手できていない。

・質的・量的な避難所の確
保が必要である。

・防災知識向上のための、
出前講座等の実施により住
民等への普及活動を行う必
要がある。

・全ての住民に理解しても
らえるよう、引続き周知を
図っていく必要がある。
・避難場所や避難場所まで
の安全な避難経路を全ての
住民が把握し、適切な避難
行動を執ってもらえるよ
う、引続き周知を図ってい
く必要がある。

・市町村との勉強会や出前
講座等を通じて防災知識の
普及活動を実施していると
ころであるが、烏・神流川
流域を限定した水災害教育
の実施の機会には数が限ら
れる。さらなる関係機関と
の連携、定期的な情報交換
が必要と思われる。

・市町村との勉強会や出前
講座等を通じて防災知識の
普及活動を実施していると
ころであるが、烏・神流川
流域を限定した水災害教育
の実施の機会には数が限ら
れる。さらなる関係機関と
の連携、定期的な情報交換
が必要と思われる。



別紙1

②水防に関する事項

高崎市 藤岡市 玉村町 神川町 上里町 群馬県 埼玉県
水資源機構

(利根川上流総合管理所)
前橋地方気象台 熊谷地方気象台 JR東日本高崎支社 上信電鉄株式会社 高崎河川国道事務所

（G）
河川水位等

に係る
情報提供

・情報発信元である前橋地
方気象台や高崎河川国道事
務所との連絡を密にし、常
に最新の情報を得ることに
努め、あらゆる事態にも対
応できるよう複数の手段を
予め講じておく必要があ
る。

・河川水位等の最新情報の
把握に努め、防災対応に遅
れが生じないよう関係機関
と連携を強化する必要があ
る。

・河川水位等の最新情報の
把握に努め、防災対応に遅
れが生じないよう関係機関
と連携を強化する必要があ
る。

・河川水位等の最新情報の
把握に努め、防災対応に遅
れが生じないよう関係機関
と連携を強化する必要があ
る。

・河川水位等の最新情報の
把握に努め、防災対応に遅
れが生じないよう関係機関
と連携を強化する必要があ
る。

・河川水位等の最新情報の
把握に努め、防災対応に遅
れが生じないよう関係機関
と連携を強化する必要があ
る。

・河川水位等の最新情報の
把握に努め、防災対応に遅
れが生じないよう関係機関
と連携を強化する必要があ
る。

・近年頻発している集中豪雨
や異常洪水に対応するため
に、避難を促す緊急行動に向
けて、流域市町長が避難の時
期・区域を適切に判断するた
めの支援や流域住民が自らリ
スクを察知し主体的に避難す
るための支援を進める必要が
ある。

・引き続き、防災対応の初
動が遅れる事が無いように
市町村との勉強会やワーク
ショップを実施し、地域防
災力向上に直結する支援を
実行する必要がある。

・引き続き、防災対応の初
動が遅れる事が無いように
市町村との勉強会を実施
し、地域防災力向上に直結
する支援を実行する必要が
ある。

・河川水位等の最新情報の
把握に努め、防災対応に遅
れが生じないよう関係機関
と連携を強化する必要があ
る。

【Ｇ-1】河川水位等の最新情報の把握に努め、防災対応に遅れが生じないよう
関係機関と連携を強化する必要がある。

（H）
河川の

巡視区間

・洪水中の巡視は、職員の
安全確保に懸念がある。

・河川ごとに巡視区間を定
める必要がある。

・洪水中の巡視（特に夜
間）は、安全確保に懸念が
ある。

・洪水中の巡視は、安全確
保に懸念がある。

・洪水中の巡視（特に夜
間）は、安全確保に懸念が
ある。

・洪水中の巡視（特に夜
間）は、安全確保に懸念が
ある。

・洪水中の巡視（特に夜
間）は、安全確保に懸念が
ある。

・洪水中の巡視（特に夜間）
は、安全確保に懸念がある。

・洪水中の巡視（特に夜
間）は、安全確保に懸念が
ある。

【H-1】洪水中の巡視（特に夜間）は、安全確保に懸念がある。

【I-1】水防団員数の減少と高年齢化、サラリーマン団員の増加率等により実働
出動者が減少し、また、水防工法、水防技術の知識低下が懸念される。

【I-2】市町庁舎や災害拠点病院等において、自衛水防の体制に懸念がある。

【J-1】水防資機材の点検、十分な補充ができていない地域がある。

【J-2】大規模水害の際に水防資機材が不足する。特に取り扱いの容易な救助用
のボートが不足する地域がある。

・大規模水害の資器材不足
の際は、近隣事務所や他機
関との連携を図る必要があ
る。

・水防団等の人員不足や技
術力の課題に対し、出前講
座や共同点検等の実施によ
り技術向上を図る必要があ
る。

（J）
水防資機材
の整備状況

・水防資機材の点検、補充
を定期的に実施していな
い。
・大規模水害の際には水防
資機材は不足する。

・ボートが古く、重量もあ
り扱いが難しいと考えられ
るため、新しいボートの購
入を検討する必要がある。

・水防資機材の点検を実施
しているが、補充が十分で
ない。
・水防団が活動時に着用す
るライフジャケットについ
て数が不足しているので全
員分を目標に整備する必要
がある。
・ボートについては新たに
２艘購入したので、既存の
２艘と合わせ４艘となっ
た。今後は訓練を行う必要
がある。

・水防資機材の点検、補充
が十分ではない。

・水防資材の点検、補充を
定期的に実施できていな
い。
・長浜にあった水防倉庫か
ら必要な資機材を二分団車
庫に移設を行った。忍保に
ついては、家屋倒壊等氾濫
想定区域に倉庫がある。

・未使用資材の品質確保の
継続、大規模災害時の資材
確保に懸念がある。
・水防資機材の点検、補充
を定期的に実施していな
い。（河川課）

・水防資機材の点検、補充
が十分ではない。

・水防団員数の減少と高年
齢化、サラリーマン団員の
増加等により実働出勤者の
減少。水防工法、水防技術
の知識低下。（河川課）

・水防団の水防工法、水防
技術の知識低下が懸念され
る。

市町庁舎や災害拠点病院等
において、自衛水防の体制
に懸念がある。

（I）
水防活動の
実施体制

・新町支所が浸水による被
害を受けた場合でも、行政
機関として従来通りの業務
が可能な代替施設や体制を
構築する必要がある。

・水防工法訓練の実施によ
り、水防団等の知識及び技
術向上を図る必要がある。
・災害拠点病院である「公
立藤岡総合病院」がＨ２９.
１１に移転し、最大０.９m
の浸水深が想定される浸水
想定区域に位置している。

・水防団員数の減少と高年
齢化、サラリーマン団員の
増加等により実働出勤者が
減少し、また、水防工法、
水防技術の知識低下が懸念
される。

・水防団員数が減少傾向で
あり、後継者不足が懸念さ
れる。
・水防工法訓練の実施によ
り、水防団員等の知識及び
技術向上を図る必要があ
る。

・水防団員の高年齢化とサ
ラリーマン団員の増加等が
懸念される。

項目
機関毎の課題

【参考】Ｒ２年度末時点における
烏・神流川流域としての課題
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③氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

高崎市 藤岡市 玉村町 神川町 上里町 群馬県 埼玉県
水資源機構

（利根川上流総合管理所）
前橋地方気象台 熊谷地方気象台 JR東日本高崎支社 上信電鉄株式会社 高崎河川国道事務所

【K-1】烏・神流川の堤防天端は、水防活動や堤防被災時等の復旧活動時に、
大型車両が通行できない幅の狭い区間がある。

【K-2】既存の排水施設、排水系統を考慮しつつ、想定される大規模浸水に対
し、早期の社会機能回復の対応のため関係機関との連携強化が必要である。

【K-3】排水樋管の確実な運用体制を確保する必要がある。

（L）
ダム等の

危機管理型
の運用

・令和元年台風第19号洪水時
に実施した800m3/s一定量放
流（特別防災操作）を踏ま
え、今後、ダム操作などの情
報について、関東地方整備局
等の関連機関とより密な情報
共有を進める必要がある。

【L-1】今後も大規模降雨に対して、特別防災操作を含めたダム操作に関する情
報の伝達などを関係機関と密に共有を進める必要がある。

④河川管理施設の整備に関する事項

高崎市 藤岡市 玉村町 神川町 上里町 群馬県 埼玉県
水資源機構

（利根川上流総合管理所）
前橋地方気象台 熊谷地方気象台 JR東日本高崎支社 上信電鉄株式会社 高崎河川国道事務所

（M）
堤防等河川
管理施設の

現状の
整備状況

及び今後の
整備内容

・水害発生リスクの高い地
域への堤防整備や河道掘削
等を継続する必要がある。

【Ｍ－１】堤防が整備されていない区間や流下能力が不足している区間があ
り、水害発生リスクが高い地域がある。

項目

機関毎の課題
【参考】Ｒ２年度末時点における

烏・神流川流域としての課題

項目
機関毎の課題

【参考】Ｒ２年度末時点における
烏・神流川流域としての課題

（K）
排水施設

排水資機材
の

操作・運用

・建設部を中心とした堤防
等設備の見直しや、必要が
あれば強化・補強を順次優
先度を考慮し行う。

・排水樋管の確実な運用体
制を確保するため、全ての
樋管において操作要領を作
成する必要がある。

・既存の排水施設、排水系
統も考慮しつつ、想定され
る大規模浸水に対し、新た
な排水設備を整備する予定
だが、確実な住民避難や早
期の社会機能回復の対応を
行えない懸念がある。

・樋管の無動力化を推進す
る必要がある。
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「水防災意識社会」再構築ビジョンに基づく　烏・神流川流域の減災に係る取組方針（改定案）【別紙２(案）】

注）下線は重点取組項目  ○：取組対象項目 ：取組方針の取組対象外

1）ハード対策の主な取組

■洪水を安全に流すための対策

1
気候変動を考慮した河川整備計画に基づく対策（堤防
整備及び流下能力対策）

M-1 継続して実施 ○

2 事前防災等に必要な樹木伐採等の実施 M-1 継続して実施 ○

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

3
堤防等の復旧を効率的に行うための水防拠点や堤防天
端上の車両交換場所の整備促進

K-1 継続して実施 ○

4 水防資機材の配備
J-1
J-2

継続して実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5
市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策
の充実

I-2
平成30年度から

順次実施
○

6
樋管の操作不要な無動力ゲートの導入による確実な運
用体制の確保

K-3 継続して実施 ○

上
里
町

群
馬
県

熊
谷
地
方
気
象
台

J
R
東
日
本
高
崎
支
社

上
信
電
鉄

埼
玉
県

水
資
源
機
構

利
根
川
上
流
総
合
管
理
所

気象庁 鉄道事業者

高
崎
市

藤
岡
市

玉
村
町

項目 事項

実施期間

番号 内容
課題の
対応

目標
時期

関
東
地
方
整
備
局

高
崎
河
川
国
道
事
務
所

前
橋
地
方
気
象
台

神
川
町



別紙2

「水防災意識社会」再構築ビジョンに基づく　烏・神流川流域の減災に係る取組方針（改定案）【別紙２(案）】

注）下線は重点取組項目  ○：取組対象項目 ：取組方針の取組対象外

上
里
町

群
馬
県

熊
谷
地
方
気
象
台

J
R
東
日
本
高
崎
支
社

上
信
電
鉄

埼
玉
県

水
資
源
機
構

利
根
川
上
流
総
合
管
理
所

気象庁 鉄道事業者

高
崎
市

藤
岡
市

玉
村
町

項目 事項

実施期間

番号 内容
課題の
対応

目標
時期

関
東
地
方
整
備
局

高
崎
河
川
国
道
事
務
所

前
橋
地
方
気
象
台

神
川
町

2）ソフト対策の主な取組　①円滑かつ迅速な避難行動のための取組

■情報伝達、避難計画等に関する取組

7 リアルタイム情報の充実・提供

B-1
E-1
E-2
G-1

継続して実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8
流域タイムライン（防災行動計画）の関連機関との連
携状況や訓練の実施等を踏まえた精度向上

B-1
C-2
L-1

平成29年度から
順次実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 広域避難計画の策定

C-1
D-1
D-2
D-3
D-5

継続して実施 ○ ○ ○ ○

10 緊急避難場所の拡充
D-1
D-2

継続して実施 ○ ○ ○ ○

11
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難
訓練の実施

F-2 継続して実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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「水防災意識社会」再構築ビジョンに基づく　烏・神流川流域の減災に係る取組方針（改定案）【別紙２(案）】

注）下線は重点取組項目  ○：取組対象項目 ：取組方針の取組対象外

上
里
町

群
馬
県

熊
谷
地
方
気
象
台

J
R
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日
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高
崎
支
社

上
信
電
鉄

埼
玉
県

水
資
源
機
構

利
根
川
上
流
総
合
管
理
所

気象庁 鉄道事業者

高
崎
市

藤
岡
市

玉
村
町

項目 事項

実施期間

番号 内容
課題の
対応

目標
時期

関
東
地
方
整
備
局

高
崎
河
川
国
道
事
務
所

前
橋
地
方
気
象
台

神
川
町

12 共助の仕組みの強化

D-1
F-1
F-2
F-3

平成30年度から
順次実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 洪水時におけるホットライン C-2 継続して実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14
市町のまちづくり担当部局等に対し、水害リスク情報
を提供

A-1
令和3年度から

順次実施
○ ○ ○ ○ ○ ○

15 避難場所（避難所）改善検討
D-2
D-3

継続して実施 ○ ○ ○ ○ ○
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「水防災意識社会」再構築ビジョンに基づく　烏・神流川流域の減災に係る取組方針（改定案）【別紙２(案）】

注）下線は重点取組項目  ○：取組対象項目 ：取組方針の取組対象外

上
里
町

群
馬
県

熊
谷
地
方
気
象
台

J
R
東
日
本
高
崎
支
社

上
信
電
鉄

埼
玉
県

水
資
源
機
構

利
根
川
上
流
総
合
管
理
所

気象庁 鉄道事業者

高
崎
市

藤
岡
市

玉
村
町

項目 事項

実施期間

番号 内容
課題の
対応

目標
時期

関
東
地
方
整
備
局

高
崎
河
川
国
道
事
務
所

前
橋
地
方
気
象
台

神
川
町

2）ソフト対策の主な取組　①円滑かつ迅速な避難行動のための取組

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

16
想定し得る最大規模降雨による洪水浸水想定区域に基
づく、洪水ハザードマップの普及・啓発

A-1
C-1
D-1
E-2
F-1

継続して実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17
気象庁で提供する防災気象情報活用に向けた普及・啓
発

B-1
C-2

継続して実施 ○ ○

18 防災意識向上のための取組促進

A-1
B-1
D-1
E-2
F-3

継続して実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19
災害リスクの現地表示の促進
（まるごとまちごとハザードマップの実施）

A-1
D-1
E-2

令和3年度から
順次実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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「水防災意識社会」再構築ビジョンに基づく　烏・神流川流域の減災に係る取組方針（改定案）【別紙２(案）】

注）下線は重点取組項目  ○：取組対象項目 ：取組方針の取組対象外
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社
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利
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上
流
総
合
管
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気象庁 鉄道事業者
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崎
市

藤
岡
市

玉
村
町

項目 事項

実施期間

番号 内容
課題の
対応

目標
時期

関
東
地
方
整
備
局

高
崎
河
川
国
道
事
務
所

前
橋
地
方
気
象
台

神
川
町

2）ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

20
自治体、地域住民、水防団等と洪水に対してリスクが
高い区間（重要水防箇所等）の共同点検を実施

C-2
D-1
E-2
H-1
J-1
J-2

継続して実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 水防に関する訓練・広報の充実

H-1
I-1
J-1
J-2

継続して実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2）ソフト対策の主な取組　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とする排水活動及び施設運用強化の取組

■排水活動及び施設運用の強化に関する取組

22 関係機関と連携した緊急排水活動の実働訓練の実施
K-2
K-3

平成29年度から
定期的に実施

○ ○ ○ ○

23
排水樋管の管理者（操作委託者）による樋管操作訓練
の実施

K-2
K-3

令和3年度から
定期的に実施

○ ○ ○ ○
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○概ね５年で実施する取組②

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

1）ハード対策の主な取組
■洪⽔を安全に流すための対策

R08年度以降 1

気候変動を考慮した河
川整備計画に基づく対
策（堤防整備及び流下
能⼒対策）

・堤防整備、
河道掘削等

・継続して
実施

R08年度以降 2
事前防災等に必要な樹
木伐採等の実施

・氾濫の危険
エリアの解
消、または視
認性の確保の
ための樹木伐
採等

・継続して
実施

■避難⾏動、⽔防活動、排⽔活動に資する基盤等の整備

R08年度以降 3

堤防等の復旧を効率的
に⾏うための⽔防拠点
や堤防天端上の⾞両交
換場所の整備促進

・⽔防拠点、
堤防天端上の
⾞両交換場
所、側帯等の
整備
・⽔防拠点と
して、自治体
と連携して河
川防災ステー
ション整備

・継続して
実施

・継続して
実施

R08年度以降 5
市町村庁舎や災害拠点
病院等の機能確保のた
めの対策の充実

・拠点駅等で
の災害備蓄品
および災害用
備品の点検頻
度や点検項目
のルーティー
ンを確⽴

・継続して
実施

R08年度以降 6
樋管の操作不要な無動
⼒ゲートの導⼊による
確実な運用体制の確保

・既存排⽔樋
管の無動⼒
ゲート化の整
備（フラップ
ゲート化）

・継続して
実施

・⽔防倉庫及
び側帯につい
て、追加整備
等に併せて⽔
防資機材保管
リストの更新
・災害対策⾞
両・器機の定
期的な点検
・職員等への
訓練・教育
・⽔防連絡部
会等を活用し
て関係者に⽔
防資機材保管
リストを共有

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施
・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・出⽔期前の
管理する⽔防
資機材の点
検、配備の実
施
・⽔防資機材
の配備基準の
作成

・継続して
実施

・継続して
実施

・⽔防倉庫
（埼玉県内17
箇所）につい
て、⽔防資機
材リストの更
新
・⽔防計画を
活用して関係
者にリストを
共有

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施
・継続して
実施

・継続して
実施

・⽔防倉庫
（玉村町⽔防
センター等）
について、⽔
防資機材リス
トの更新
・⽔防連絡部
会を活用して
関係者にリス
トを共有

・継続して
実施

・継続して
実施

・⽔防倉庫（2
箇所）につい
て、⽔防資機
材リストの更
新
・⽔防連絡部
会を活用して
関係者にリス
トを共有
・⽔防資機材
の定期的な補
充

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・⽔防倉庫
（⼆分団⾞
庫、忍保）に
ついて、⽔防
資機材及びリ
ストの更新
・⽔防連絡部
会を活用して
関係者にリス
トを共有

R08年度以降 4 ⽔防資機材の配備

・⽔防倉庫（8
箇所）につい
て、⽔防資機
材リストの更
新
・⽔防連絡部
会を活用して
関係者にリス
トを共有

・継続して
実施

・継続して
実施

・⽔防資機材
リストの更新
・⽔防団によ
る⽔防工法訓
練の実施
・⽔防団によ
る⽔防資機材
の作成及び自
主防災組織へ
の土のうの配
布

埼玉県
⽔資源機構

（利根川上流総合管理所）

気象庁 鉄道事業者 関東地方整備局
（高崎河川国道事務所）前橋地方気象台 熊谷地方気象台 JR東日本高崎支社 上信電鉄

高崎市 藤岡市 玉村町 神川町 上⾥町 群馬県項
目

事
項

取組
実施時期

番号 内容

※令和８年３月時点。令和８年４月以降においても、フォローアップを踏まえて実施内容の変更・追加等をする予定です。
取組対象

（R8〜）
取組対象外



　別紙3

○概ね５年で実施する取組②

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

埼玉県
⽔資源機構

（利根川上流総合管理所）

気象庁 鉄道事業者 関東地方整備局
（高崎河川国道事務所）前橋地方気象台 熊谷地方気象台 JR東日本高崎支社 上信電鉄

高崎市 藤岡市 玉村町 神川町 上⾥町 群馬県項
目

事
項

取組
実施時期

番号 内容

※令和８年３月時点。令和８年４月以降においても、フォローアップを踏まえて実施内容の変更・追加等をする予定です。
取組対象

（R8〜）
取組対象外

2）ソフト対策の主な取組 ①円滑かつ迅速な避難⾏動のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する取組

R08年度以降 9 広域避難計画の策定

・最大規模の
洪⽔浸⽔想定
区域を踏ま
え、緊急避難
場所等も考慮
した広域避難
計画を作成

・継続して
実施

・先進事例の
情報収集

・継続して
実施

・近隣の自治
体と広域避難
に関する協議
を実施
・広域避難計
画の⽴案・策
定

・継続して
実施

・継続して
実施

・近隣の自治
体と広域避難
に関する協議
を実施
・避難計画の
⽴案・策定

・継続して
実施

・継続して
実施

R08年度以降 10 緊急避難場所の拡充

・緊急避難場
所の確保

・継続して
実施

・緊急避難場
所の確保

・継続して
実施

・緊急避難場
所の確保

・継続して
実施

・緊急避難場
所の確保

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・伝達内容・
手段（電話・
メール、Web
会議等）、タ
イミングなど
を関係機関と
意⾒交換

・通年 ・タイムライ
ンの実運用

・タイムライ
ンの実⾏性確
認、伝達内
容・手段（電
話、メール、
Web会議
等）、タイミ
ングなどの関
係機関との連
携強化のため
の意⾒交換及
び訓練の実施

・令和元年
度から継続
して実施
・平成30年
度から継続
して実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・防災気象情
報の伝達内
容・手段（電
話・メール、
Web会議
等）、タイミ
ングなどを関
係機関と意⾒
交換
・市町のタイ
ムラインの精
度向上に対す
る支援

・継続して
実施

・継続して
実施

・防災気象情
報の伝達内
容・手段（電
話・メール、
Web会議
等）、タイミ
ングなどを関
係機関と意⾒
交換
・市町のタイ
ムラインの精
度向上に対す
る支援

・継続して
実施

・継続して
実施

・大規模災害
を想定した総
合防災訓練の
実施による関
係箇所との連
携の深度化
・大規模災害
を想定した総
合防災訓練の
実施による早
期運転再開の
判断および運
休計画の深度
化

・継続して
実施

・タイムライ
ンの実⾏性確
認のための訓
練の実施及び
タイムライン
の精度向上
・中小河川へ
のタイムライ
ン作成を呼び
かける

・継続して
実施

・継続して
実施

・タイムライ
ンの実⾏性確
認のための訓
練の実施及び
タイムライン
の精度向上
・中小河川へ
のタイムライ
ン作成を呼び
かける

・継続して
実施

・継続して
実施

・伝達内容・
手段（電話・
メール、Web
会議等）、タ
イミングなど
を関係機関と
意⾒交換
・緊急放流等
の場合のダム
操作情報の伝
達タイミング
等について関
係機関と検討

・継続して
実施

・タイムライ
ンの実⾏性確
認のための訓
練の実施及び
タイムライン
の精度向上

・継続して
実施

・タイムライ
ンの実⾏性確
認のための訓
練の実施及び
タイムライン
の精度向上

・継続して
実施

・タイムライ
ンの実⾏性確
認のための訓
練の実施及び
タイムライン
の精度向上

R08年度以降 8

流域タイムライン（防
災⾏動計画）の関連機
関との連携状況や訓練
の実施等を踏まえた精
度向上

・タイムライ
ンの実⾏性確
認のための訓
練の実施及び
タイムライン
の精度向上

・継続して
実施

・タイムライ
ンの実⾏性確
認のための訓
練の実施及び
タイムライン
の精度向上

・広報を通じ
た各種メディ
アへのスピー
ディな情報配
信
・JR東日本公
式ホームペー
ジ、JR東日本
アプリにてタ
イムリーに情
報発信

・継続して
実施

・継続して
実施

・HPや社線内
電話を活用し
情報提供する
・避難する際
の住⺠および
沿川自治体
（⽔防管理
者）・河川管
理者との有効
的な情報提供
と共有体制の
構築

・通年

・通年

・河川⽔位の
動向に応じ
て、住⺠避難
等に資する
「洪⽔予報」
を関東地方整
備局（高崎河
川国道事務
所）と気象台
の共同発表を
実施
・緊急速報
メールを活用
した洪⽔情報
提供
・平常時にお
いてX等のSNS
を活用した⽔
防災に関する
イベントや情
報提供を実施
・洪⽔時にお
いてもX等の
SNS、HP等に
よる河川情報
等の提供を実
施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・防災操作開
始時等の関係
機関へ通知、
川の防災情報
（HP)への掲
示、サイレン
吹鳴、警報⾞
による巡視等
・HPにて洪⽔
調節効果をリ
アルタイムに
情報提供

・継続して
実施

・継続して
実施

・気象庁HP、
防災情報提供
システム（イ
ンターネッ
ト）、報道機
関を通じて情
報提供（指定
河川洪⽔予
報、防災気象
情報等）
・気象庁HPに
て洪⽔警報の
危険度分布情
報を提供
・台風説明会
の実施
・顕著現象の
予想時には県
及び各市町村
の防災担当者
を対象に、
Web会議によ
る説明会「地
域防災支援
チャンネル」
を随時実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施
・継続して
実施

・気象庁HP、
防災情報提供
システム（イ
ンターネッ
ト）、報道機
関を通じて情
報提供（指定
河川洪⽔予
報、防災気象
情報等）
・気象庁HPに
て「大雨キキ
クル」「洪⽔
キキクル」
「浸⽔キキク
ル」を提供
・台風説明会
等の実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・防災⾏政無
線（広報
塔）、防災
メール、エリ
アメール、
HP、架電サー
ビス、広報
⾞、データ放
送等による情
報提供
・LINEを活用
した情報提供
・ライブカメ
ラ等の設置の
予定は無い
が、国土交通
省による設置
済みカメラ等
の情報を活用
して情報提供
する

・継続して
実施

・継続して
実施
・継続して
実施

・台風の接近
等では県HPで
県⺠に対する
注意喚起を掲
載
・総合防災情
報システムに
よりLアラート
やSNSへの配
信を⾏い、
TV・ラジオ等
の様々なメ
ディアを通
じ、住⺠への
迅速な情報提
供が可能
・⽔位、雨
量、河川監視
カメラ画像等
を公開（群馬
県⽔位雨量情
報システム
等）
・リアルタイ
ム⽔害リスク
情報システム
を活用した情
報提供

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・台風等の接
近時に県HP、
SNS等での注
意喚起を実施
・「川の防災
情報」等のHP
によるリアル
タイムの情報
提供の実施
・SNSやLア
ラート、エリ
アメール等の
様々なメディ
アを通じた住
⺠への迅速な
情報提供の実
施
・⽔位、雨
量、河川監視
カメラ画像等
を一般公開
（埼玉県川の
防災情報等）

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・ふじおか
ほっとメー
ル、X（旧
Twitter）、
HP、防災ふじ
おかvoice(避
難情報等を固
定電話へ一⻫
に情報配信す
るサービス)、
広報⾞、エリ
アメールによ
る情報発信
・藤岡市の情
報伝達手段で
ある、ほっと
メール(登録
制)、X（旧
Twitter）、
HP、広報⾞、
防災ふじおか
voiceの他、必
要なものがあ
れば検討し追
加していく
・群馬県や国
が公開してい
るリアルタイ
ム情報へのリ
ンク先をHP等
に掲載し、提
供

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・エリアメー
ル、メール
（メルた
ま）、HP、電
話、広報⾞、
TV・ラジオ等
報道機関への
依頼、コミュ
ニティFMによ
る情報提供
・登録制メー
ル「メルた
ま」への登録
をPR
・携帯、スマ
ホを持たない
世帯への固定
電話での情報
提供
・SNSを用い
たリアルタイ
ムでの情報発
信

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・防災⾏政無
線（スピー
カー、⼾別受
信機）、メー
ル、HP、電
話、LINEによ
る情報提供、
広報⾞、TV・
ラジオ等報道
機関への依頼
・避難⾏動支
援者施設へは
電話連絡
・令和2年度に
防災⾏政無線
をアナログ方
式からデジタ
ル方式に更新
したことに伴
い、デジタル
方式に対応し
た⼾別受信機
の配布を⾏う
(配布済みの防
災ラジオは回
収
・SNSを用い
たリアルタイ
ムでの情報発
信

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

R08年度以降 7
リアルタイム情報の充
実・提供

・X（旧
Twitter）、
Facebook等
SNSを用いた
リアルタイム
での情報発信
・高齢者等情
報弱者と呼ば
れる市⺠への
プッシュ型情
報発信の研
究・検討

・継続して
実施

・令和３年
度以降実施



　別紙3

○概ね５年で実施する取組②

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

埼玉県
⽔資源機構

（利根川上流総合管理所）

気象庁 鉄道事業者 関東地方整備局
（高崎河川国道事務所）前橋地方気象台 熊谷地方気象台 JR東日本高崎支社 上信電鉄

高崎市 藤岡市 玉村町 神川町 上⾥町 群馬県項
目

事
項

取組
実施時期

番号 内容

※令和８年３月時点。令和８年４月以降においても、フォローアップを踏まえて実施内容の変更・追加等をする予定です。
取組対象

（R8〜）
取組対象外

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・「群馬県防
災士養成講
座」の開催、
地域での防災
活動の中核と
なる人材であ
る「ぐんま地
域防災アドバ
イザー」の育
成
・⽔防団の人
数、年齢構成
を把握

・継続して
実施

・継続して
実施

・研修会の開
催

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・要配慮者利
用施設（福祉
施設、幼稚
園、保育所、
介護施設）へ
の連絡体制の
確認・更新
・情報伝達訓
練

・協議会等
で、避難支援
体制に関する
事例を共有
・要配慮者の
避難方法等の
参考情報等を
要配慮者が身
近にいる住⺠
へ提供
・自主防災組
織には要配慮
者名簿を配布
し、非常時だ
けでなく日常
からの⾒守り
に役⽴てても
らう
・群馬県と連
携し、防災士
を増やす取り
組みを実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・令和２年
度から継続
して実施

・要配慮者利
用施設（福祉
施設、幼稚
園、保育所、
介護施設）へ
の連絡体制の
確認・更新
・情報伝達訓
練

・協議会等
で、避難支援
体制に関する
事例を共有
・要配慮者の
避難方法等の
参考情報等を
要配慮者が身
近にいる住⺠
へ提供
・自主防災組
織への支援
（活動補助⾦
や、資機材購
⼊の補助）

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・要配慮者利
用施設（福祉
施設、幼稚
園、保育所、
介護施設）へ
の連絡体制の
確認・更新
・庁舎内情報
共有体制の確
認と更新
・情報伝達訓
練

・協議会等
で、避難支援
体制に関する
事例を共有
・要配慮者の
避難方法等の
参考情報等を
要配慮者が身
近にいる住⺠
へ提供
・自主防災組
織への支援
（⽴ち上げ支
援、⽔防資機
材の補助）
・自主防災組
織の防災リー
ダーの指定、
育成

R08年度以降 12 共助の仕組みの強化

・要配慮者利
用施設（福祉
施設、幼稚
園、保育所、
介護施設）へ
の連絡網の確
認・更新
・情報伝達訓
練

・協議会等
で、避難支援
体制に関する
事例を共有
・要配慮者利
用施設に向け
た避難⾏動マ
ニュアル等作
成
・自主防災組
織への支援
（結成時︓20
万円上限の補
助、訓練時︓
10万円上限の
補助）

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・ホームペー
ジ等にて、避
難確保計画の
作成及び避難
訓練の実施を
周知
・協議会等
で、避難支援
体制に関する
事例を共有
・避難⾏動要
支援者名簿(要
配慮者の避難
方法等の参考
情報等)を消防
や警察、各区
⻑へ提供
・自主防災組
織への支援
（資器材購⼊
費として、最
大5万円（補助
率2分の1））

・洪⽔浸⽔想
定区域内で地
域防災計画に
載っている全
ての要配慮者
利用施設の管
理者に避難確
保計画を作成
させる
・避難訓練の
実施を促進
・対象施設
数、計画提出
済み施設数、
避難訓練実施
施設数を把握

・令和８年
度までに実
施

・継続して
実施
・継続して
実施（毎
年）

・作成が進ん
でいない市町
に働きかけ推
進

・継続して
実施

・市町村及び
要配慮者利用
施設の所有者
等に策定の呼
びかけ

・継続して
実施

・避難訓練の
実施を促進
・対象施設
数、計画提出
済み施設数、
避難訓練実施
施設数を把握

・継続して
実施
・継続して
実施（毎
年）

・避難訓練の
実施を促進
・対象施設
数、計画提出
済み施設数、
避難訓練実施
施設数を把握

・継続して
実施
・継続して
実施（毎
年）

・避難訓練の
実施を促進
・対象施設
数、計画提出
済み施設数、
避難訓練実施
施設数を把握

・継続して
実施
・継続して
実施（毎
年）

R08年度以降 11
要配慮者利用施設にお
ける避難確保計画の作
成、避難訓練の実施

・洪⽔浸⽔想
定区域内で地
域防災計画に
載っている全
ての要配慮者
利用施設の管
理者に避難確
保計画を作成
させる
・避難訓練の
実施を促進
・対象施設
数、計画提出
済み施設数、
避難訓練実施
施設数を把握

・令和８年
度までに実
施

・継続して
実施
・継続して
実施（毎
年）



　別紙3

○概ね５年で実施する取組②

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

埼玉県
⽔資源機構

（利根川上流総合管理所）

気象庁 鉄道事業者 関東地方整備局
（高崎河川国道事務所）前橋地方気象台 熊谷地方気象台 JR東日本高崎支社 上信電鉄

高崎市 藤岡市 玉村町 神川町 上⾥町 群馬県項
目

事
項

取組
実施時期

番号 内容

※令和８年３月時点。令和８年４月以降においても、フォローアップを踏まえて実施内容の変更・追加等をする予定です。
取組対象

（R8〜）
取組対象外

R08年度以降 15
避難場所（避難所）改
善検討

・住⺠ニーズ
を踏まえた避
難場所（避難
所）環境の改
善検討（コロ
ナ対応含む）
・避難場所に
関する情報提
供（ペット・
感染症対策・
空き状況等）

・継続して
実施

・継続して
実施

・避難場所運
営訓練の実施
・HUG研修の
実施
・避難場所に
関する情報提
供（ペット・
感染症対策・
空き状況等）

・継続して
実施
・継続して
実施
・継続して
実施

・住⺠ニーズ
を踏まえた避
難場所（避難
所）環境の改
善検討（コロ
ナ対応含む）
・避難場所に
関する情報提
供（ペット・
感染症対策・
空き状況等）

・継続して
実施

・継続して
実施

・住⺠ニーズ
を踏まえた避
難場所（避難
所）環境の改
善検討（コロ
ナ対応含む）
・避難場所に
関する情報提
供（ペット・
感染症対策・
空き状況等）

・継続して
実施

・継続して
実施

・住⺠ニーズ
を踏まえた避
難場所（避難
所）環境の改
善検討（コロ
ナ対応含む）
・避難場所に
関する情報提
供（ペット・
感染症対策・
空き状況等）

・継続して
実施

・状況に応
じて実施

・協議会等
で、構成自治
体のまちづく
り担当部局へ
の情報共有
（まちづくり
担当部局へ要
請するものが
ないため）
・依頼があっ
た場合、不動
産関連事業者
に対して、⽔
害リスク情報
の説明を実施
（通常対応で
実施できるた
め）

・継続して
実施

・必要に応
じて実施

・継続して
実施

・必要に応
じて実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・まちづくり
担当部局等に
対し、⽔害リ
スク（浸⽔ナ
ビ、洪⽔浸⽔
想定区域図
等）情報を提
供・共有する
・依頼があっ
た場合、不動
産関連事業者
に対して、⽔
害リスクにつ
いて説明を⾏
う
・不動産関連
事業者等から
の問い合わせ
に対し、⽔害
リスクについ
ての情報を提
供

・継続して
実施

・必要に応
じて実施

・必要に応
じて実施

・まちづくり
担当部局等に
対し、⽔害リ
スク（浸⽔ナ
ビ、洪⽔浸⽔
想定区域図
等）情報を提
供・共有する
・依頼があっ
た場合、不動
産関連事業者
に対して、⽔
害リスクにつ
いて説明を⾏
う

・継続して
実施

・必要に応
じて実施

・まちづくり
担当部局等に
対し、⽔害リ
スク（浸⽔ナ
ビ、洪⽔浸⽔
想定区域図
等）情報を提
供・共有する
・依頼があっ
た場合、不動
産関連事業者
に対して、⽔
害リスクにつ
いて説明を⾏
う

R08年度以降 14
市町のまちづくり担当
部局等に対し、⽔害リ
スク情報を提供

・依頼があっ
た場合、不動
産関連事業者
に対して、⽔
害リスクにつ
いて説明を⾏
う

・必要に応
じて実施

・まちづくり
担当部局等に
対し、⽔害リ
スク（浸⽔ナ
ビ、洪⽔浸⽔
想定区域図
等）情報を提
供・共有する
・不動産関連
事業者等から
の問い合わせ
に対し、⽔害
リスクについ
ての情報を提
供

・関係機関と
のホットライ
ンによる連絡
体制の確⽴

・継続して
実施

・連絡網の構
築と確認

・河川管理者
とのホットラ
インの実施

・通年

・通年

・連絡網の確
認

・訓練

・ホットライ
ンの実施（関
東地方整備局
高崎河川国道
事務所⻑から
関係自治体首
⻑へ増⽔時の
河川状況や洪
⽔予報の情報
を補完する内
容）
・鉄道事業者
等とのホット
ラインの構築
と実施（河川
状況やリード
ライムの⻑い
⽔位予測等の
情報を補完す
る内容）

・出⽔期前
に
継続して実
施
・出⽔期前
に
継続して実
施
・継続して
実施（状況
に応じて対
応）

・令和３年
出⽔期前に
実施（状況
に応じて対
応）

・連絡網の確
認

・訓練

・ホットライ
ンの実施

・継続して
実施

・継続して
実施
・継続して
実施

・ホットライ
ンの実施（気
象台（管理職
等）から自治
体防災担当者
へ防災気象情
報の提供と解
説・助言）
・Webによる
ホットライン
を使用したリ
アルタイムの
情報提供を実
施

・状況に応
じて実施

・継続して
実施

・ホットライ
ンの実施（気
象台（管理職
等）から自治
体防災担当者
へ防災気象情
報の提供と解
説・助言）
・Webによる
ホットライン
を使用したリ
アルタイムの
情報提供を実
施

・状況に応
じて実施

・継続して
実施

・連絡網の確
認

・訓練

・ホットライ
ンの実施

・出⽔期前
に継続して
実施
・出⽔期前
に実施
・状況に応
じて実施

・関係機関へ
の連絡体制の
確認
・ホットライ
ンに関する訓
練の実施
・ホットライ
ンの実施

・出⽔期前
に継続して
実施
・出⽔期前
に実施

・状況に応
じて実施

・関係機関へ
の連絡体制の
確認
・ホットライ
ンに関する訓
練の実施
・ホットライ
ンの実施

・出⽔期前
に継続して
実施
・出⽔期前
に実施

・状況に応
じて実施

・連絡網の確
認

・関係機関と
のホットライ
ンを取り⼊れ
た訓練の実施

・出⽔期前
に継続して
実施
・出⽔期前
に実施

・連絡網の確
認

・訓練

・ホットライ
ンの実施

・出⽔期前
に継続して
実施
・出⽔期前
に実施
・状況に応
じて実施

・連絡網の確
認

・訓練

・ホットライ
ンの実施

・出⽔期前
に継続して
実施
・出⽔期前
に実施
・状況に応
じて実施

R08年度以降 13
洪⽔時におけるホット
ライン

・連絡網の確
認

・訓練

・ホットライ
ンの実施

・出⽔期前
に継続して
実施
・出⽔期前
に実施
・状況に応
じて実施



　別紙3

○概ね５年で実施する取組②

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

埼玉県
⽔資源機構

（利根川上流総合管理所）

気象庁 鉄道事業者 関東地方整備局
（高崎河川国道事務所）前橋地方気象台 熊谷地方気象台 JR東日本高崎支社 上信電鉄

高崎市 藤岡市 玉村町 神川町 上⾥町 群馬県項
目

事
項

取組
実施時期

番号 内容

※令和８年３月時点。令和８年４月以降においても、フォローアップを踏まえて実施内容の変更・追加等をする予定です。
取組対象

（R8〜）
取組対象外

2）ソフト対策の主な取組 ①円滑かつ迅速な避難⾏動のための取組
■平時から住⺠等への周知・教育・訓練に関する取組

R08年度以降 17
気象庁で提供する防災
気象情報活用に向けた
普及・啓発

・気象庁が提
供する防災気
象情報の周知
（「早期注意
情報（警報級
の可能
性）」、「危
険度を⾊分け
した時系
列」、「大
雨・洪⽔警報
の危険度分
布」等）

・継続して
実施

・気象庁が提
供する防災気
象情報の周知
（「早期注意
情報」「時系
列情報（明日
までの警報等
の⾒通し）」
「大雨キキク
ル」「洪⽔キ
キクル」「浸
⽔キキクル」
等）

・継続して
実施

R08年度以降 19

災害リスクの現地表示
の促進
（まるごとまちごとハ
ザードマップの実施）

・設置事例や
利活用事例等
の共有
・浸⽔想定区
域内の電柱、
学校、公共施
設等に浸⽔
深、避難経路
などの表示看
板を設置

・継続して
実施

・継続して
実施

・設置事例や
利活用事例等
の情報収集

・継続して
実施

・設置事例や
利活用事例等
の共有
・浸⽔想定区
域内の電柱、
学校、公共施
設等に浸⽔
深、避難経路
などの表示看
板を設置

・継続して
実施

・継続して
実施

・設置事例や
利活用事例等
の共有

・継続して
実施

・設置事例や
利活用事例等
の共有

・継続して
実施

・設置事例や
利活用事例等
の共有

・実施済み ・設置事例や
利活用事例等
の共有

・継続して
実施

・洪⽔浸⽔想
定区域内の住
⺠や自主防災
組織に対し
て、⽔防災に
関する出前講
座の実施、イ
ベントの開催
（小学校等に
おける⽔防災
の授業やマ
イ・タイムラ
イン作成講習
等を含む）
・⽔防災等に
関する資料を
関係市町へ提
供

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・出前講座の
実施（小学校
等における⽔
防災の授業等
を含む）
・⽔防災に関
する関係機関
との連携強化
（市町村防災
担当研修、勉
強会、ワーク
ショップ等）

・継続して
実施

・継続して
実施

・出前講座の
実施（小学校
等における⽔
防災の授業等
を含む）
・⽔防災に関
する関係機関
との連携強化
（市町村防災
担当研修、勉
強会、ワーク
ショップ等）

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・出前講座の
開催（小学校
等における⽔
防災の授業等
を含む）
・低学年用教
材の作成
・マイ・タイ
ムラインの作
成支援を実施

・継続して
実施

・継続して
実施
・継続して
実施

・河川防災に
ついて出前講
座の開催（小
学校等におけ
る⽔防災の授
業等を含む）
・マイ・タイ
ムラインの作
成講習を実施
・タイムライ
ンの詳しい説
明や事前に確
認するべき事
項をまとめた
「防災マニュ
アルブック
（風⽔害・土
砂災害編）」
を作成し、県
HP、県防災ア
プリに掲載や
埼玉県防災学
習センターで
の作成支援講
座の開催、
YouTubeチャ
ンネル「そ
なーえチャン
ネル」での作
成動画の配信

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・⽔防災に関
する説明会や
出前講座、イ
ベントの開催

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・避難訓練を
啓発するパン
フレットの配
布や出前講座
等の実施（小
学校等におけ
る⽔防災の授
業等を含む）
・自主防災組
織による⽔防
訓練の実施
・教育委員会
と協議
・マイ・タイ
ムラインの作
成講習を実施

・継続して
実施（各組
織で毎年１
回以上目
標）

・継続して
実施（年１
回以上）
・継続して
実施
・継続して
実施

・避難訓練を
啓発するパン
フレットの配
布や出前講座
等の実施（小
学校等におけ
る⽔防災の授
業等を含む）
・自主防災組
織による⽔防
訓練の実施
・教育委員会
と協議
・マイ・タイ
ムラインの作
成講習を実施

・継続して
実施（各組
織で毎年１
回以上を目
標）

・継続して
実施（年１
回以上）
・継続して
実施
・継続して
実施

・避難訓練を
啓発するパン
フレットの配
布や出前講座
等の実施（小
学校等におけ
る⽔防災の授
業等を含む）
・自主防災組
織による⽔防
訓練の実施

・自主防災組
織の⾒直しを
⾏い、設⽴に
向けて推進中
・マイ・タイ
ムラインの作
成講習を実施

R08年度以降 18
防災意識向上のための
取組促進

・出前講座の
実施及び訓練
実施の啓発
・自主防災組
織による⽔防
訓練の実施
・教育委員会
と協議
・マイ・タイ
ムラインの作
成講習を実施

・必要に応
じて実施

・継続して
実施（年１
回以上）
・継続して
実施
・継続して
実施

・防災出前講
座の実施（小
学校等におけ
る⽔防災の授
業等を含む）
・⽔防団によ
る土のうの作
成及び自主防
災組織への配
布
・自主防災組
織及び災害協
定締結先の企
業との連携に
よる避難場所
運営訓練の実
施
・自主防災組
織及び消防団
との連携によ
るHUG研修の
実施
・防災教育と
して教育委員
会で実施
・マイ・タイ
ムラインの作
成講習を実施

・関係箇所か
らの要請が
あった場合に
は、関係駅へ
の防災関連情
報の掲示等を
検討する。

・必要の都
度

・住⺠の目に
とまりやすい
駅舎等に防災
情報の掲示、
防災関連パン
フレット設置

・通年 ・出前講座等
を通じて洪⽔
ハザードマッ
プ等の啓発

・継続して
実施

・住⺠の目に
とまりやすい
公共施設等に
ハザードマッ
プ掲示、防災
関連パンフ
レット設置

・継続して
実施

・住⺠の目に
とまりやすい
公共施設等に
ハザードマッ
プ掲示、防災
関連パンフ
レット設置

・継続して
実施

・住⺠の目に
とまりやすい
公共施設等に
ハザードマッ
プ掲示、防災
関連パンフ
レット設置

・継続して
実施

・洪⽔ハザー
ドマップの周
知（HPに掲
載、年1回広報
誌に特集記事
を掲載など）
・外国人居住
者向けの防災
情報の提供
・住⺠の目に
とまりやすい
公共施設等に
ハザードマッ
プ掲示、防災
関連パンフ
レット設置

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・マイ・タイ
ムライン作成
講習会等によ
る洪⽔ハザー
ドマップの周
知支援
・住⺠の目に
とまりやすい
公共施設等に
ハザードマッ
プ掲示、防災
関連パンフ
レット設置

・継続して
実施

・継続して
実施

・市町が実施
する洪⽔ハ
ザードマップ
の周知支援
・住⺠の目に
とまりやすい
公共施設等に
ハザードマッ
プ掲示、防災
関連パンフ
レット設置

・継続して
実施

・継続して
実施

・洪⽔ハザー
ドマップ(統合
型防災マップ)
の周知（HPに
掲載、年1回程
度広報誌に特
集記事を掲載
など）
・市庁舎や公
⺠館等、住⺠
の目にとまり
やすい公共施
設等に防災関
連パンフレッ
ト設置

・継続して
実施

・継続して
実施

・洪⽔ハザー
ドマップ（総
合防災マッ
プ）の周知
（Webに掲
載、年1回程度
広報誌に特集
記事を掲載な
ど）
・外国人居住
者向けの防災
情報の提供
・最新情報を
加味してハ
ザードマップ
の更新
・住⺠の目に
とまりやすい
公共施設等に
ハザードマッ
プ掲示、防災
関連パンフ
レット設置

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・洪⽔ハザー
ドマップの周
知（Webに掲
載、年1回程度
広報誌に特集
記事を掲載な
ど）
・外国人居住
者向けの防災
情報の提供
・洪⽔ハザー
ドマップの⾒
直し
・住⺠の目に
とまりやすい
公共施設等に
ハザードマッ
プ掲示、防災
関連パンフ
レット設置

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

R08年度以降 16

想定し得る最大規模降
雨による洪⽔浸⽔想定
区域に基づく、洪⽔ハ
ザードマップの普及・
啓発

・洪⽔ハザー
ドマップの周
知（Webに掲
載、年1回程度
広報誌に特集
記事を掲載な
ど）
・外国人居住
者向けの防災
情報の提供
・住⺠の目に
とまりやすい
公共施設等に
ハザードマッ
プ掲示、防災
関連パンフ
レット設置

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施



　別紙3

○概ね５年で実施する取組②

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

埼玉県
⽔資源機構

（利根川上流総合管理所）

気象庁 鉄道事業者 関東地方整備局
（高崎河川国道事務所）前橋地方気象台 熊谷地方気象台 JR東日本高崎支社 上信電鉄

高崎市 藤岡市 玉村町 神川町 上⾥町 群馬県項
目

事
項

取組
実施時期

番号 内容

※令和８年３月時点。令和８年４月以降においても、フォローアップを踏まえて実施内容の変更・追加等をする予定です。
取組対象

（R8〜）
取組対象外

2）ソフト対策の主な取組 ②洪⽔氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための⽔防活動等の取組
■⽔防活動の効率化及び⽔防体制の強化に関する取組

・利根川⽔系
連合・総合⽔
防演習への参
加
・災害対策用
機器操作講習
会の実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・国、県、及
び市町が⾏う
⽔防訓練へ参
加

・継続して
実施（年１
回以上）

・国、県、及
び市町が⾏う
⽔防訓練へ参
加

・継続して
実施（年１
回以上）

・継続して
実施（毎年
１回）

・継続して
実施（年１
回以上︓消
防団訓練と
合わせて実
施）

・継続して
実施（毎
年）

・継続して
実施

・群馬県⽔防
計画に基づく
伝達系統をも
とにFAXにて
連絡確認
・洪⽔伝達演
習による伝達
訓練

・利根川⽔系
連合総合演習

・⽔防技術講
習会

・継続して
実施（毎年
１回）

・継続して
実施（毎年
出⽔期前）

・継続して
実施（毎年
（群馬県開
催は５年に
１回））
・継続して
実施（毎年
（群馬県開
催は５年に
１回））

・洪⽔対応演
習の実施

・関係機関と
連携した⽔防
技術の継承等
のための⽔防
訓練の実施

・継続して
実施（毎年
１回以上）
・継続して
実施

・災害対策本
部から河川⽔
位情報につい
て⽔防団へ連
絡体制の確
認・更新
・伝達訓練の
実施

・坂東上流⽔
害予防組合及
び神流川⽔害
予防組合主催
の⽔防訓練
・消防団員
（⽔防団員）
の募集

・災害対策本
部から河川⽔
位情報につい
て⽔防団へ連
絡体制の確
認・更新

・伝達訓練の
実施

・各地区の防
災訓練に併せ
て⽔防技術の
継承等のため
の⽔防訓練の
実施
・⽔防活動の
担い手確保及
び把握

・継続して
実施（毎年
１回）

・継続して
実施（年１
回以上）

・継続して
実施（毎
年）

・継続して
実施R08年度以降 21

⽔防に関する訓練・広
報の充実

・災害対策本
部から河川⽔
位情報につい
て⽔防団へ連
絡体制の確
認・更新
・メール等配
信訓練の実施

・市防災訓練
に併せて⽔防
技術の継承等
のための⽔防
訓練の実施

・継続して
実施（毎年
１回）

・継続して
実施（年度
当初）
・継続して
実施（隔
年）

・災害対策本
部から河川⽔
位情報につい
て⽔防団へ連
絡体制の確
認・更新
・メール等伝
達訓練の実施

・市防災訓練
に併せて⽔防
技術の継承等
のための⽔防
訓練の実施

・継続して
実施（毎年
１回）

・継続して
実施（年１
回以上）

・継続して
実施（年１
回以上）

・災害対策本
部から河川⽔
位情報につい
て⽔防団へ連
絡体制の確
認・更新
・各地区の防
災訓練に併せ
て⽔防技術の
継承等のため
の⽔防訓練の
実施
・⽔防活動の
担い手となる
⽔防協⼒団体
を募集（広報
活動）する

・継続して
実施（年１
回以上）

・継続して
実施（年１
回以上）

・継続して
実施

・関係箇所か
らの要請が
あった場合
で、当社の設
備が影響する
場合は、共同
して点検を実
施。

・必要の都
度

・関係箇所か
らの要請が
あった場合
で、当社の設
備が影響する
場合は、共同
して点検を実
施。

・必要の都
度実施

・自治体、地
域住⺠、⽔防
団等と洪⽔に
対してリスク
が高い区間
（重要⽔防箇
所等）の共同
点検の実施
・出⽔時に
は、⽔防団等
と河川管理者
がそれぞれ⽔
防巡視を実施
し、巡視結果
の報告を共有
する

・継続して
実施（年１
回以上）

・継続して
実施

・下久保ダム
からのゲート
放流時に職員
が巡視を実施
・自治体、地
域住⺠、⽔防
団等と洪⽔に
対してリスク
が高い区間
（重要⽔防箇
所等）の共同
点検の参加

・継続して
実施

・継続して
実施（年１
回以上）

・自治体、地
域住⺠、⽔防
団等と洪⽔に
対してリスク
が高い区間
（重要⽔防箇
所等）の共同
点検の参加

・継続して
実施（年１
回以上）

・自治体、地
域住⺠、⽔防
団等と洪⽔に
対してリスク
が高い区間
（重要⽔防箇
所等）の共同
点検の参加

・継続して
実施（年１
回以上）

・平常時、年1
回⽔防管理者
による河川等
の巡視
・増⽔のおそ
れがある場
合、⽔防管理
者が実施
・河川巡視に
より得られた
情報を関係機
関（国、ダム
等）、⽔防団
と情報共有
・自治体、地
域住⺠、⽔防
団等と洪⽔に
対してリスク
が高い区間
（重要⽔防箇
所等）の確認
作業を実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・自治体、地
域住⺠、⽔防
団等と洪⽔に
対してリスク
が高い区間
（重要⽔防箇
所等）の共同
点検を実施

・継続して
実施（年１
回以上）

・自治体、地
域住⺠、⽔防
団等と洪⽔に
対してリスク
が高い区間
（重要⽔防箇
所等）の共同
点検を実施

・継続して
実施（年１
回以上）

・⽔位や降雨
状況によって
判断し、⽔防
団や職員によ
り構成された
機動隊が巡視
を⾏う
・河川巡視に
より得られた
情報につい
て、⽔防団と
情報共有を⾏
う
・自治体、地
域住⺠、⽔防
団等と洪⽔に
対してリスク
が高い区間
（重要⽔防箇
所等）の共同
点検を実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施（年１
回以上）

・洪⽔が懸念
される機会毎
に河川巡視を
実施（⽔防
団・消防署
員・自治体職
員）
・河川巡視に
より得られた
情報を、平常
時は関係機関
（国、ダム
等）への連
絡、洪⽔時は
必要に応じ消
防団より連絡
・自治体、地
域住⺠、⽔防
団等と洪⽔に
対してリスク
が高い区間
（重要⽔防箇
所等）の共同
点検を実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施（年１
回以上）

・洪⽔時の点
検計画の確認
・河川巡視に
より得られた
情報を、関係
機関（国、ダ
ム等）、⽔防
団と情報共有
する
・自治体、地
域住⺠、⽔防
団等と洪⽔に
対してリスク
が高い区間
（重要⽔防箇
所等）の共同
点検を実施

・継続して
実施
・継続して
実施

・継続して
実施（年１
回以上）

R08年度以降 20

自治体、地域住⺠、⽔
防団等と洪⽔に対して
リスクが高い区間（重
要⽔防箇所等）の共同

点検を実施

・洪⽔時に必
要に応じて建
設部職員、消
防職員による
巡視
・河川巡視に
より得られた
情報を、平常
時は関係機関
（国、ダム
等）との連絡
体制を確保、
洪⽔時は必要
に応じ消防団
より連絡
・自治体、地
域住⺠、⽔防
団等と洪⽔に
対してリスク
が高い区間
（重要⽔防箇
所等）の共同
点検を実施

・継続して
実施

・継続して
実施

・継続して
実施（年１
回以上）



　別紙3

○概ね５年で実施する取組②

実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期 実施内容 時期

埼玉県
⽔資源機構

（利根川上流総合管理所）

気象庁 鉄道事業者 関東地方整備局
（高崎河川国道事務所）前橋地方気象台 熊谷地方気象台 JR東日本高崎支社 上信電鉄

高崎市 藤岡市 玉村町 神川町 上⾥町 群馬県項
目

事
項

取組
実施時期

番号 内容

※令和８年３月時点。令和８年４月以降においても、フォローアップを踏まえて実施内容の変更・追加等をする予定です。
取組対象

（R8〜）
取組対象外

2）ソフト対策の主な取組 ③一刻も早い⽣活再建及び社会経済活動の回復を可能とする排⽔活動及び施設運用強化の取組
■排⽔活動及び施設運用の強化に関する取組

R08年度以降 23
排⽔樋管の管理者（操
作委託者）による樋管
操作訓練の実施

・樋管操作訓
練の実施

・継続して
実施（年１
回）

・樋管操作点
検の実施

・継続して
実施（年１
回

・樋管操作訓
練の実施

・継続して
実施（年１
回）

・樋管の操作
及び点検を自
治体に委託、
操作点検を毎
月実施
・出動体制確
保、日常管理
体制確保の実
施

・継続して
実施

・継続して
実施

・排⽔作業準
備計画（案）
に基づくポン
プ⾞等による
排⽔実働訓練
の実施

・継続して
実施

・排⽔作業準
備計画（案）
に基づくポン
プ⾞等による
排⽔実働訓練
への参加

・継続して
実施（年１
回）

・排⽔作業準
備計画（案）
に基づくポン
プ⾞等による
排⽔実働訓練
への参加

・継続して
実施（年１
回）

R08年度以降 22
関係機関と連携した緊
急排⽔活動の実働訓練
の実施

・排⽔作業準
備計画（案）
に基づくポン
プ⾞等による
排⽔実働訓練
への参加

・継続して
実施（年１
回）
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